
議案第32号　「練馬区教育委員会における練馬区施設予約システムの

利用に関する規則」の制定 （資料１）

議案第33号　練馬区立学校教育支援センター条例施行規則の一部を

改正する規則 （資料２）

議案第34号　練馬区立青少年館条例施行規則の一部を改正する規則 （資料３）

令和6年陳情第4号

旭丘・小竹地区における新たな小中一貫教育校の設置について〔継続審議〕

令和７年度教育に関する事務の管理および執行の状況の点検・評価

について〔継続審議〕

　

教育長報告

① 練馬区版総合戦略 重要業績評価指標(KPI)および第３次みどりの風吹くまちアクション

プラン[年度別取組計画]の令和６年度末の進捗状況について （参考資料１・２）

② 第２期練馬区子ども・子育て支援事業計画の実施状況（令和６年度）

について （資料４）

③ 令和７年第三回練馬区議会定例会提出議案について （資料５）

④ 食材価格の上昇に伴う区立小中学校の学校給食における対応について （資料６）

⑤ 練馬区立美術館・貫井図書館の再整備について （資料７）

⑥ 練馬こども園の認定について （資料８）

⑦ 民設子育てのひろばの開設について （資料９）

⑧ ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）の充実について （資料10）

⑨ その他
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議案第３２号 

 

 

 「練馬区教育委員会における練馬区施設予約システムの利用に関する規則」 

 の制定 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 令和７年９月１９日 

 

    提出者 教育長  三 浦 康 彰 

 

 

 「練馬区教育委員会における練馬区施設予約システムの利用に関する規則」
の制定 

 

 

 

 

 このことについて、別紙のとおり制定するものとする。 
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令 和 ７ 年 ９ 月 19日  

教育振興部教育総務課 

 

 「練馬区教育委員会における練馬区施設予約システムの利用に関する規則」 

 の制定 

 

１ 制定の理由 

  これまで、教育委員会施設の予約・利用手続においては、区立施設と同様

に公共施設予約システムにより運用している。 

  この度、機器の老朽更新に合わせ、新たな予約システムとして練馬区施設

予約システムを導入することとなったため、教育委員会施設においても練馬

区施設予約システムによる運用へ移行する。 

  ついては、必要となる事項を定める規則を制定する。 

 

２ 制定の内容 
  別紙のとおり 
 
３ 施行期日 
  令和７年10月１日 

  ただし、つぎの各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第３条第１項第２号から第６号までおよび第16条から第19条までの規定  

  令和８年１月１日 

 ⑵ 次項の規定 令和８年７月１日 

(練馬区教育委員会施設予約システムの利用に関する規則の廃止) 

 練馬区教育委員会施設予約システムの利用に関する規則（平成21年３月練馬

区教育委員会規則第８号）は、廃止する。 
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   練馬区教育委員会における練馬区施設予約システムの利用に関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、練馬区教育委員会における練馬区施設予約システム（以下

「予約システム」という。）の運用および利用の登録等に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 ⑴ 施設 別表第１および別表第２に掲げる施設をいう。 

 ⑵ 予約システム 施設の予約の申込みおよび取消し等に関する事務を処理す

る電子情報処理組織（練馬区行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する条例（平成16年10月練馬区条例第47号）第３条第１項および第４条

第１項に規定する電子情報処理組織をいう。）をいう。 

 ⑶ 利用者登録 第７条に規定する利用登録（更新）申請書の記載事項を練馬

区（以下「区」という。）の使用に係る電子計算機に登録することをい

う。 

（予約システムが提供するサービス等） 

第３条 予約システムは、つぎに掲げるサービスを提供するものとする。 

 ⑴ 利用者登録および利用者登録の廃止ならびに利用者登録に係る事項の変更

および確認 

 ⑵ 施設の予約状況等の案内 

 ⑶ 施設の利用の予約に係る抽選の申込みおよび抽選結果の案内 

 ⑷ 施設の利用の予約に関する申込みおよびその内容の確認 

 ⑸ 施設の利用の予約の取消し 

 ⑹ 備付器具または付帯設備の利用の申請、変更または取消し 

２ 前項のサービスの利用は、つぎに掲げる方法によるものとする。 
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 ⑴ インターネットを利用する方法 

 ⑵ 利用者端末（施設に設置している予約システム専用機器をいう。）を利用

する方法 

（サービスの利用時間） 

第４条 前条第１項のサービスを利用することができる時間は、保守点検等によ

り予約システムを休止する時間を除き、午前零時から午後12時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第２項第２号に規定する方法による場合は、

各施設の開館時間とする。 

３ 練馬区教育委員会（以下「委員会」という。）は、特に必要があると認める

ときは、前２項の利用時間を変更することができる。 

（利用者登録） 

第５条 予約システムを利用しようとする個人または団体は、あらかじめ利用者

登録を受けなければならない。 

（利用者登録の資格等） 

第６条 利用者登録を受けることができる個人は、15歳以上の者（中学生を除

く。以下同じ。）とする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、この限

りでない。 

２ 利用者登録を受けることができる団体は、その代表者が15歳以上の者である

団体とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、利用者登録を受けようとする団体は、利用種目と

代表者が重複している他の団体が既に利用者登録をしているときは、利用者登

録を受けることができない。 

（利用者登録の申請） 

第７条 利用者登録を受けようとする者は、練馬区施設予約システムの利用に関

する規則（令和７年９月練馬区規則第  号。以下「練馬区規則」という。）に

定める練馬区施設予約システム利用者登録（更新）申請書により委員会に申請

しなければならない。 

（審査） 

第８条 委員会は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、
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利用者登録の資格を有すると認めるときは、利用者登録を行い、予約システム

により通知するものとする。ただし、別表第２に掲げる施設において、利用者

登録を受けようとする団体の構成員と他の利用者登録をした団体の構成員が重

複し、利用種目が同一であるときは、利用者登録を行わないことができる。 

（利用者登録の有効期間） 

第９条 利用者登録の有効期間は、当該利用者登録を受けた日から起算して３年

とし、更新することができるものとする。 

（登録情報） 

第10条 委員会は、第８条の規定により利用者登録を行った団体の代表者および

連絡者（当該団体の構成員として、施設との連絡・調整を担う窓口となる個人

をいう。以下「登録者」という。）に、予約システムの団体専用ウェブページ

のログイン情報（団体が予約管理を行うための専用ウェブページにアクセスす

るための情報をいう。以下同じ。）を付与する。 

２ 委員会は、登録者から希望があったときは、練馬区規則に定める練馬区施設

予約システム登録カード（以下「登録カード」という。）を交付する。 

（登録事項の変更等） 

第11条 登録者は、利用者登録に係る事項に変更が生じたとき、利用者登録を廃

止しようとするとき、登録カードを紛失したときまたは別表第３に掲げる区分

に変更が生じたときは、練馬区規則に定める練馬区施設予約システム利用者登

録変更・廃止届兼利用者登録カード紛失届により委員会に届け出なければなら

ない。 

（利用者登録の更新） 

第12条 登録者が第９条の規定により利用者登録を更新しようとするときは、利

用者登録の有効期間満了日の３か月前から練馬区施設予約システム利用者登録

（更新）申請書により申請することができる。 

（利用者登録の廃止） 

第13条 委員会は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、利用者登録を廃止

するものとする。 

 ⑴ 登録者が、委員会に利用者登録の廃止の届出をしたとき。 
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 ⑵ 登録者が、偽りまたは不正な手段により利用者登録を受けたことが判明し

たとき。 

 ⑶ 登録者が、この規則の規定またはこの規則に基づく委員会の指示に違反し

たとき。 

 ⑷ 登録者が、利用者登録の有効期間満了日までに、利用者登録の更新を行わ

なかったとき。 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、予約システムの管理上必要があると認めたと

き。 

（登録カードの譲渡等の禁止） 

第14条 登録者は、登録カードおよび団体専用ウェブページのログイン情報を他

人に譲渡し、貸与し、または不正に使用してはならない。 

（利用の制限） 

第15条 委員会は、施設の利用の予約をした登録者が利用予定日の６日前から利

用終了時間までの間に利用を取り消し、または変更（利用時間の延長を除

く。）したときは、別に定めるところを除き、予約システムの利用を当該利用

予定日の翌日から30日間制限することができる。 

２ 委員会は、施設の利用の予約をした登録者が利用終了時間までに利用の取消

し手続をしないで施設の利用をしなかったときは、別に定めるところを除き、

予約システムの利用を利用予定日の翌日から90日間制限することができる。 

（抽選申込み） 

第16条 登録者は、施設の利用を希望するときは、予約システムにより施設の利

用に係る抽選に申し込むことができる。 

２ 前項に規定する抽選申込みの期間は、別表第３に掲げる区分に応じ別に定め

る。 

３ 同一団体または同一人における施設の利用に係る抽選の申込みができる枠数

は、別に定めるものを除き、同一月に６枠を限度とする。 

４ 委員会は、第１項の規定による抽選申込みがあったときは、予約システムに

よる抽選を行い、利用予定者を決定するものとする。 
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（当選申込み等） 

第17条 登録者は、前条第４項の規定により利用予定者となったときは、委員会

が指定する期間内に予約システムによる当選申込み（申込みを確定させる手続

をいう。以下同じ。）をするものとする。 

２ 前項の期間内に当選申込みをしないときは、利用の希望を取り下げたものと

みなす。 

３ 第１項の当選申込みは、各施設の設置、管理および利用について定める条例

等の相当規定によりなされた手続とみなす。 

（随時申込み等） 

第18条 登録者は、前条第１項の期間後に空き枠があるときは、委員会が指定す

る期間内に予約システムにより施設の利用を希望する旨を委員会に申し出るこ

とができる。 

２ 委員会は、前項の規定による申出（以下「随時申込み」という。）があった

ときは、先着順により利用者を決定するものとする。 

３ 前２項の規定による手続は、各施設の設置、管理および利用について定める

条例等の相当規定によりなされた手続とみなす。 

（利用限度枠数） 

第19条 当選申込みおよび随時申込みによる同一団体または同一人における施設

の利用ができる枠数（以下「利用限度枠数」という。）は、別に定めるものを

除き、同一月に12枠を限度とする。 

２ 利用限度枠数は、別に定めるものを除き、利用予定日の15日前まで適用す

る。 

（指定管理者に関する読替え） 

第20条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定

管理者が管理を行う施設については、第７条、第８条、第10条、第11条、第13

条および第15条から第18条までの規定の適用については、これらの規定中「委

員会」とあるのは、「指定管理者」とする。 

（委任） 

第21条 この規則に定めるもののほか、予約システムの利用に関し必要な事項
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は、委員会が別に定める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年10月１日から施行する。ただし、つぎの各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第３条第１項第２号から第６号までおよび第16条から第19条までの規定  

令和８年１月１日 

 ⑵ 次項の規定 令和８年７月１日 

（練馬区教育委員会施設予約システムの利用に関する規則の廃止） 

２ 練馬区教育委員会施設予約システムの利用に関する規則（平成21年３月練馬

区教育委員会規則第８号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この規則の規定は、令和８年７月１日以後の利用について適用する。 

別表第１（第２条関係） 

練馬区立学校教育支援センター条例（平成25年12月練馬区条例第72号）別

表の１の表に規定する研修室および調理室 

練馬区立図書館条例施行規則（平成５年３月練馬区教育委員会規則第６

号）別表に規定する施設（展示コーナーを除く。） 

練馬区立青少年館条例（昭和44年12月練馬区条例第35号）別表に規定する

施設（駐車場を除く。） 

別表第２（第２条、第８条関係） 

練馬区立学校教育支援センター条例別表の１の表に規定する体育館および

運動場 
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別表第３（第11条、第16条関係） 

区分 

構成員が10人以上で、そのうちの半数以上が、75歳以上の者かつ区の区域

内（以下「区内」という。）に在住、在勤または在学の者である団体 

構成員が10人以上で、そのうちの半数以上が、障害者かつ区内に在住、在

勤または在学の者である団体 

構成員が10人以上で、そのうちの半数以上が、65歳以上の者かつ区内に在

住、在勤または在学の者である団体 

構成員が10人以上で、そのうちの半数以上が、中学生以下の者かつ区内に

在住、在勤または在学の者である団体 

構成員が10人以上で、そのうちの半数以上が区内に在住、在勤または在学 

の者である団体 

構成員が10人未満でそのうちの半数以上が区内に在住、在勤もしくは在学

の者である団体または区内に在住、在勤もしくは在学の個人 

上記のいずれにも該当しない団体および個人 

 



 

 

議案第３３号 

 

 

練馬区立学校教育支援センター条例施行規則の一部を改正する規則  
 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 令和７年９月１９日 

 

    提出者 教育長  三 浦 康 彰 

 

 

練馬区立学校教育支援センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 

 

 

 

 このことについて、別紙のとおり改正するものとする。 

1



 

   

 

2



   練馬区立学校教育支援センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 

練馬区立学校教育支援センター条例施行規則（平成26年１月練馬区教育委員会 

規則第１号）の一部をつぎのように改正する。 

 第４条第２項中「25日」を「18日」に改め、同条第３項をつぎのように改め

る。 

３ 前項の規定にかかわらず、研修室および調理室の利用または10人以上の団体

による体育館および運動場の利用に係る利用申請書の提出期間は、別表第２

のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、この限

りでない。 

 第５条第１項中「利用者は、」のつぎに「前条第６項の規定により利用の承認

を受けた」を加え、同条第２項中「変更承認書（第４号様式）または備付器具利

用変更承認書（第４号様式の２）（書面により申請があった場合にあっては、利

用変更承認書（第４号様式の３））」を「利用変更承認書（第４号様式）」に改

める。 

 第７条中「別表第２」を「別表第３」に改める。 

 第８条第１項第１号中「区」を「練馬区（以下「区」という。）」に改め、同

項第３号中「区内」を「区の区域内（以下「区内」という。）」に改める。 

 別表第２を別表第３とし、別表第１のつぎにつぎの１表を加える。 

別表第２（第４条関係） 

施設 利用者区分 提出期間 

研修室１、研

修室２および

調理室 

１ 構成員が10人以上で、そ

のうちの半数以上が区内に

在住、在勤または在学の者

である団体 

利用予定日の属する月の２月

前の月の初日から利用予定日

の前日まで 

 ２ 構成員が10人未満でその

うちの半数以上が区内に在

住、在勤もしくは在学の者 

利用予定日の属する月の２月

前の月の18日から利用予定日

の前日まで 
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 である団体または区内に在

住、在勤もしくは在学の個

人 

 

 ３ 上記のいずれにも該当し

ない団体および個人 

利用予定日の２週間前から利

用予定日の前日まで 

体育館および

運動場 

構成員の半数以上が区内に在

住、在勤または在学の者であ

る団体 

利用予定日の属する月の２月

前の月の初日から利用予定日

の前日まで 

備考 この表の提出期間の初日が休館日に当たるときは、その直後の開館日を当

該期間の初日とし、提出期間の末日が休館日に当たるときは、その直前の開

館日を当該期間の末日とする。 

 第２号様式の３をつぎのように改める。 
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第２号様式の３（第４条関係、第９条関係）

 　申請者 (団体名）

氏　 名

印

練馬区立学校教育支援センターの利用について、つぎのとおり承認します。

人

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:30 18:30 19:30 20:30

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:30 18:30 19:30 20:30

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:30 18:30 19:30 20:30

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:30 18:30 19:30 20:30

※　施設計 円 ※　備付器具計 円 ※　（Ａ）合計 円

円

※　備　考

※印の欄は記入しないでください。

９：００～１２：００ １２：００～１５：００ １５：００～１８：００ １８：００～２１：００

研修室１

調理室

３枠（１２月～２月）

４枠

　□音響機器・天井吊下型プロジェクター・電動昇降式スクリーン（　　　 ：　　 　～ 　　　：　　 　）

１枠

備付器具

体育館

３枠（３月～１１月）

１枠

　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　（　　　　曜日　）

研修室１＋２

２枠 ３枠

９：００～１２：００ １５：００～１７：００

利用開始時間（１時間単位）

利用年月日

運動場
１２：００～１５：００

研修室２

２枠

※　減免事由 　練馬区立学校教育支援センター条例施行規則第８条第１項第　　　号該当

※　使用料＝領収金額（Ａ×減免割合）

使用料

※　減免の有無 　有　　（　免　除　　・　　減額50％　）　　　無

練馬区教育委員会

利            用

利用目的

  　利用時は、必ずこの承認書を受付にご提示ください。
　　承認書を確認したのち、施設の鍵をお渡しします。

１５：００～１８：００

］練馬区立学校教育支援センター

第　　　　　　　　 号

　年　 　　月 　　　日

使用料減額・免除

利用人数

承認書［

施設等
時間帯

施設等
時間帯
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 第４号様式をつぎのように改める。 
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第４号様式（第５条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

練馬区立学校教育支援センター利用変更承認書 

 

 
         様 

    練馬区教育委員会 
                     印 

 

 練馬区立学校教育支援センターの利用について、つぎのとおり利用の変更を承認します。 

変
更
前 

利用年月日 年  月  日（  ） 利用時間  時   分 ～  時   分  

利用施設   備付器具   

変
更
後 

利用年月日 年  月  日（  ） 利用時間  時   分 ～  時   分  

利用施設   備付器具   

変更の理由   

納付済使用料           円 変更後の使用料            円 

過不足額 
 不 足 額          円 

 還 付 額          円 

備  考  
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第４号様式の２および第４号様式の３を削る。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年５月１日から施行する。ただし、第２号様式の３の改正

規定は、令和７年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の練馬区立学校教育支援センター条例施行規則第４条の

規定、第５条の規定、第７条の規定、第８条の規定、別表第２の規定および別表

第３の規定は、令和８年７月１日以後の利用について適用し、同日前の利用につ

いては、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区立学校教育支援センター

条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、な

お使用することができる。 
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令 和 ７ 年 ９ 月 1 9 日 

 教育振興部学校教育支援センター 

 

練馬区立学校教育支援センター条例施行規則の一部を改正する規則 
 

１ 改正の理由および内容 

 新しい施設予約システムの導入に合わせて、有料施設を利用しようとする場合の利用

申請書の提出期間が変更されること等に伴い、所要の改正を行う。 

 

２ 施行期日 

令和８年５月１日。ただし、一部の規定は令和７年10月１日から施行する。 

 

３ 新旧対照表 

  別紙のとおり 

9
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練馬区立学校教育支援センター条例施行規則新旧対照表 

現 行 改正案 

（利用の手続等） （利用の手続等） 

第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 

２ 前項の規定による利用申請書の提出期 

間は、利用予定日の属する月の２月前の 

月の25日（その日が条例第５条第１項ま 

たは第３項に規定する休館日（以下「休 

館日」という。）に当たるときは、その 

直後の開館日）から利用予定日の前日（

その日が休館日に当たるときは、その直

前の開館日）までとする。ただし、委員

会は、特に公益上必要があると認めたと

きは、当該期間外においても、利用申請

書を受け付けることができる。 

２ 前項の規定による利用申請書の提出期 

間は、利用予定日の属する月の２月前の 

月の18日（その日が条例第５条第１項ま 

たは第３項に規定する休館日（以下「休 

館日」という。）に当たるときは、その 

直後の開館日）から利用予定日の前日（

その日が休館日に当たるときは、その直

前 の開館日）までとする。ただし、委

員会は、特に公益上必要があると認めた

ときは、当該期間外においても、利用申

請書を受け付けることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、10人以上の 

 団体のうち、つぎに掲げる者の占める割 

 合が半数以上のものの利用申請書の提出 

 期間の始期は、利用予定日の属する月の 

 ２月前の月の初日（その日が休館日に当 

 たるときは、その直後の開館日）とする。 

 ⑴ 練馬区（以下「区」という。）の区 

  域内（以下「区内」という。）に住所

を有する者 

 ⑵ 区内に存する事務所または事業所に 

勤務する者 

 ⑶ 区内に存する学校に在学する者 

３ 前項の規定にかかわらず、研修室およ

び調理室の利用または10人以上の団体に

よる体育館および運動場の利用に係る利

用申請書の提出期間は、別表第２のとお

りとする。ただし、委員会が特に必要が

あると認めたときは、この限りでない。 

４～７ ［略］ ４～７ ［略］ 

（利用の変更） （利用の変更） 

第５条 利用者は、有料施設等の利用を変 

 更しようとするときは、利用変更申請書 

 （第３号様式）に利用承認書を添えて委 

 員会に提出し、その承認を受けなければ 

 ならない。 

 

２ 委員会は、前項の規定による申請につ 

 いて利用の変更を承認したときは、利用 

 者に変更承認書（第４号様式）または備 

 付器具利用変更承認書（第４号様式の２） 

第５条 利用者は、前条６項の規定により

承認を受けた有料施設等の利用を変更し

ようとするときは、利用変更申請書（第

３号様式）に利用承認書を添えて委員会

に提出し、その承認を受けなければなら

ない。 

２ 委員会は、前項の規定による申請につ 

 いて利用の変更を承認したときは、利用 

 者に利用変更承認書（第４号様式）を交

付するものとする。 
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 （書面により申請があった場合にあって 

 は、利用変更承認書（第４号様式の３）） 

 を交付するものとする。 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

  

（備付器具の使用料の額） （備付器具の使用料の額） 

第７条 条例第９条第２項に規定する備付

器具の使用料は、別表第２のとおりとす

る。 

第７条 条例第９条第２項に規定する備付

器具の使用料は、別表第３のとおりとす

る。 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 

⑴  区が主催し、または共催する事業で 

利用するとき。 免除 

 ⑴ 練馬区（以下「区」という。）が主

催し、または共催する事業で利用する

とき。 免除 

 ⑶ 区内の団体が行政への協力等の目的

のために利用するとき。 免除 

 ⑶ 区の区域内（以下「区内」という。）

の団体が行政への協力等の目的のため

に利用するとき。 免除 

  

   付 則 ［略］    付 則 ［略］ 

    付 則 

 １ この規則は令和８年５月１日から施行 

する。ただし、第２号様式の３の改正規

定は令和７年10月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の練馬区立学校

教育支援センター条例施行規則第４条の

規定、第５条の規定、第７条の規定、第

８条の規定、別表第２の規定および別表

第３の規定は、令和８年７月１日以後の

利用について適用し、同日前の利用につ

いては、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、この規則による

改正前の練馬区立学校教育支援センター

条例施行規則の様式による用紙で現に残

存するものは、所要の修正を加えて、な

お使用することができる。 

  

［新設］ 別表第２ 別紙のとおり 

別表第２ 別紙のとおり 別表第３ 別紙のとおり 

12



  

第２号様式の３ 別紙のとおり 第２号様式の３ 別紙のとおり 

  

第４号様式 別紙のとおり 第４号様式 別紙のとおり 

第４号様式の２ 別紙のとおり ［削る］ 

第４号様式の３ 別紙のとおり ［削る］ 

 

13



別表第２（第４条関係） 

施設 利用者区分 提出期間 

研修室１、研

修室２および

調理室 

１ 構成員が10人以上で、そ

のうちの半数以上が区内に

在住、在勤または在学の者

である団体 

利用予定日の属する月の２月前の月の

初日から利用予定日の前日まで 

２ 構成員が10人未満でその

うちの半数以上が区内に在

住、在勤もしくは在学の者

である団体または区内に在

住、在勤もしくは在学の個

人 

利用予定日の属する月の２月前の月の

18日から利用予定日の前日まで 

３ 上記のいずれにも該当し

ない団体および個人 

利用予定日の２週間前から利用予定日

の前日まで 

体育館および

運動場 

構成員の半数以上が区内に在

住、在勤または在学の者であ

る団体 

利用予定日の属する月の２月前の月の

初日から利用予定日の前日まで 

備考 この表の提出期間の初日が休館日に当たるときは、その直後の開館日を初日とし、

  提出期間の末日が休館日に当たるときは、その直前の開館日を末日とする。 
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第２号様式の３（第４条、第９条関係）

 　申請者 (団体名）

氏　 名 様

印

練馬区立学校教育支援センターの利用について、つぎのとおり承認します。

人

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:30 18:30 19:30 20:30

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:30 18:30 19:30 20:30

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:30 18:30 19:30 20:30

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:30 18:30 19:30 20:30

　□音響機器・天井吊下型プロジェクター・電動昇降式スクリーン(研修室1に設置)

（　　　：　　　～　　　：　　　）

※　施設計 円 ※　備付器具計 円 ※　（Ａ）合計 円

※　減免事由

※　減免の有無 有　　（　免　除　　・　　減額50％　）　　　無

円
※　備　考

※印の欄は記入しないでください。

領
収
確
認
印

※　使用料＝領収金額（Ａ×減免割合）

使用料 　　　　　　　　　　　　

１５：００～１８：００

２枠 ３枠 ４枠

１枠 ２枠

利        用
練馬区立学校教育支援センター ［

研修室１＋２

］

３枠（１２月～２月）

承認書

体育館

練馬区立学校教育支援センター条例施行規則第８条第　　項第　　　号該当

３枠（3月～11月）

使用料減額・免除

１枠

運動場

利用目的 利用人数

１２：００～１５：００９：００～１２：００

　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　（　　　　曜日　）

練馬区教育委員会

１５：００～１７：００

利用開始時間（1時間単位）

利用年月日

研修室２

第　　　　　　　　 号

　年　 　　月 　　　日

９：００～１２：００ １２：００～１５：００ １５：００～１８：００ １８：００～２１：００

研修室１

調理室

備付器具

施設等
時間帯

施設等
時間帯

15

改正前



第２号様式の３（第４条関係、第９条関係）

 　申請者 (団体名）

氏　 名

印

練馬区立学校教育支援センターの利用について、つぎのとおり承認します。

人

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:30 18:30 19:30 20:30

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:30 18:30 19:30 20:30

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:30 18:30 19:30 20:30

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:30 18:30 19:30 20:30

※　施設計 円 ※　備付器具計 円 ※　（Ａ）合計 円

円

※　備　考

※印の欄は記入しないでください。

練馬区教育委員会

利            用

利用目的

  　利用時は、必ずこの承認書を受付にご提示ください。
　　承認書を確認したのち、部屋の鍵をお渡しします。

１５：００～１８：００

］練馬区立学校教育支援センター

第　　　　　　　　 号

　年　 　　月 　　　日

※　減免事由 　練馬区立学校教育支援センター条例施行規則第８条第１項第　　　号該当

※　使用料＝領収金額（Ａ×減免割合）

使用料

使用料減額・免除

利用人数

承認書［

　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　（　　　　曜日　）

研修室１＋２

２枠 ３枠

９：００～１２：００ １５：００～１７：００

利用開始時間（１時間単位）

利用年月日

運動場
１２：００～１５：００

研修室２

２枠

※　減免の有無 　有　　（　免　除　　・　　減額50％　）　　　無

９：００～１２：００ １２：００～１５：００ １５：００～１８：００ １８：００～２１：００

研修室１

調理室

３枠（１２月～２月）

４枠

　□音響機器・天井吊下型プロジェクター・電動昇降式スクリーン（　　　 ：　　 　～ 　　　：　　 　）

１枠

備付器具

体育館

３枠（３月～11月）

１枠

施設等
時間帯

施設等
時間帯

16

改正後



 

17

改正前



 

18

改正前



第４号様式の３（第５条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

練馬区立学校教育支援センター利用変更承認書 

 

 
         様 

    練馬区教育委員会 
                     印 

 

 練馬区立学校教育支援センターの利用について、つぎのとおり利用の変更を承認します。 

変
更
前 

利 用 日 年  月  日（  ） 利用時間  時  分 か ら  時  分 ま で  

利用施設   備付器具   

変
更
後 

利 用 日 年  月  日（  ） 利用時間  時  分 か ら  時  分 ま で  

利用施設   備付器具   

変更の理由   

納付済使用料           円 変更後の使用料            円 

過不足額 
 不 足 額          円 

 還 付 額          円 

備  考  
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改正前



第４号様式（第５条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

練馬区立学校教育支援センター利用変更承認書 

 

 
         様 

    練馬区教育委員会 
                     印 

 

 練馬区立学校教育支援センターの利用について、つぎのとおり利用の変更を承認します。 

変
更
前 

利用年月日 年  月  日（  ） 利用時間  時   分 ～  時   分  

利用施設   備付器具   

変
更
後 

利用年月日 年  月  日（  ） 利用時間  時   分 ～  時   分  

利用施設   備付器具   

変更の理由   

納付済使用料           円 変更後の使用料            円 

過不足額 
 不 足 額          円 

 還 付 額          円 

備  考  
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改正後



  

議案第３４号 

 

 

 練馬区立青少年館条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 令和７年９月１９日 

 

    提出者 教育長  三 浦 康 彰 

 

 

 練馬区立青少年館条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 

 

 

 このことについて、別紙のとおり改正するものとする。 

1



   

 

2



   練馬区立青少年館条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 練馬区立青少年館条例施行規則（昭和45年１月練馬区教育委員会規則第２号）

の一部をつぎのように改正する。 

 第４条第３項中「２月前」を「３月前」に改める。 

 第５条第１項ただし書中「利用予定日の属する月の２月前の月の初日から同月

９日までの間」を「別に定める期間内」に改め、同条第２項中「（書面により申

請があった場合にあっては、第２号様式の２）」を削る。 

第５条の２を削る。 

 第６条第２項中「（書面により申請があった場合にあっては、第４号様式の

２）」を削り、同条第４項を削る。 

 第７条第１項中「第４号様式の３」を「第４号様式の２」に改める。 

 第９条第５項中「第５号様式の３（書面により申請があった場合にあっては、

第２号様式の２）」を「第５号様式の２」に改める。 

 付則第３項から第６項までおよび付則別表を削る。 

 別表第１をつぎのとおり改める。 

別表第１（第８条関係） 

 １ 練馬区立春日町青少年館 

  ⑴ レクリエーション・ホール 

       利用単位 

 

 

 

 

 

施設 

午 前

９ 時

か ら

午 前

11 時

まで 

午 前

11 時

か ら

午 後

１ 時

まで 

午 後

１ 時

か ら

午 後

３ 時

まで 

午 後

３ 時

か ら

午 後

５ 時

まで 

午 後

５ 時

か ら

午 後

７ 時

まで 

午 後

７ 時

か ら

午 後

９ 時

まで 

午 後

９ 時

か ら

午 後

９ 時

30 分

まで 

レクリエーション・ホー

ル 

3,800

円 

3,800

円 

3,800

円 

3,800

円 

3,800

円 

3,800

円 

1,000

円 
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  ⑵ ⑴以外の施設 

利用単位 

施設 
１時間 

教室 700円 

和室 600円 

第一会議室 300円 

第二会議室 300円 

料理室 600円 

実習室 600円 

多目的室 700円 

備考 

    １ 午前９時から午後９時までの間にあっては、毎正時からの１時間を

利用単位とする。 

    ２ 午後９時から午後９時30分までの間にあっては、30分単位で利用す

ることができる。 

    ３ 前項の場合における使用料は、第１項の利用単位の規定使用料の30

分単位に相当する額（その額に50円未満の端数があるときは、これを

切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切

り上げる。）とする。 

 ２ 練馬区立南大泉青少年館 

  ⑴ 音楽練習室 

利用単位 

対象 
１時間 

一般 200 円 

構成員の半数以上を65歳以上75歳未満の者が占める団体または

65歳以上75歳未満の個人 

100 円 

構成員の半数以上を75歳以上の者が占める団体または75歳以上 無料 
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の個人  

構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者もしくは精神障害

者の者が占める団体または身体障害者、知的障害者もしくは精

神障害者（介助者１名を含む。） 

100 円 

  ⑵ ⑴以外の施設 

利用単位 

施設 
１時間 

レクリエーション・ホール 800 円 

教室 600 円 

和室 500 円 

備考 

    １ 午前９時から午後９時までの間にあっては、毎正時からの１時間を

利用単位とする。 

    ２ 午後９時から午後９時30分までの間にあっては、30分単位で利用す

ることができる。 

    ３ 前項の場合における使用料は、第１項の利用単位の規定使用料の30

分単位に相当する額（その額に50円未満の端数があるときは、これを

切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切

り上げる。）とする。 

 別表第２中「の半数以上を75歳以上の者が占める10人以上の」を「が10人以上

で、そのうちの半数以上が75歳以上の者であり、かつ区内に在住、在勤もしくは

在学の者が構成員の半数以上を占める」に、「の半数以上を身体障害者、知的障

害者または精神障害者が占める10人以上の」を「が10人以上で、そのうちの半数

以上が障害者であり、かつ区内に在住、在勤もしくは在学の者が構成員の半数以

上を占める」に、「の半数以上を65歳以上の者が占める10人以上の」を「が10人

以上で、そのうちの半数以上が65歳以上の者であり、かつ区内に在住、在勤また

は在学の者が構成員の半数以上を占める」に、 
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「 

                                   」 

「 

                                   」 

改める。 

 第１号様式をつぎのように改める。 

  12 その他委員会が特に必要があると認めたとき 

 

 

 

 

  12 構成員が10名以上で、そのうちの半数以上が中学生

以下の者であり、かつ区内に在住、在勤または在学の者

が構成員の半数以上を占める団体が利用するとき。 

 

13 その他委員会が特に必要があると認めたとき 免除または

５割減額 

を 

に 
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第１号様式（第４条、第９条関係） 

第     号 

年  月  日 

春日町 

練馬区立    青少年館（利用、減額・免除）申請書 

南大泉 
  練馬区教育委員会 殿 

  練馬区立青少年館条例および同施行規則に基づき、つぎのとおり申請します。 

 

団 体 名                   申請者名        電話       

 

代表者名        電話        住  所                 

 

利 用 目 的                       利用予定人数        人 

   月  日（  ） 
利 用 

時 間 
   時～   時 

部

屋

名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

   月  日（  ） 
利 用 

時 間 
   時～   時 

部

屋

名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

   月  日（  ） 
利 用 

時 間 
   時～   時 

部

屋

名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

   月  日（  ） 
利 用 

時 間 
   時～   時 

部

屋

名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

 

※上記の   部分のみを記入してください。           

 

 

 

減額・免除の理由 

練馬区立青少年館条例施行規則別表第２ 第（   ）号該当 

 

使用料合計 円 
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 第２号様式をつぎのように改める。 
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第２号様式（第５条関係） 

   練馬区立   青少年館 施設利用承認書 

受付    年 月 日 

承認    年 月 日 

      団体名 

登録番号 

申請者 住所 

氏名 

電話 

 

練馬区教育委員会         

印  

 

 

 

 

 施設使用について、つぎのとおり承認します。 

利用日 

利用時間 

利 用 施 設 

行 事 名 

利 用 条 件 

人 数 

申請

内容 

基本料金 

(円) 
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 第２号様式の２を削る。 

 第３号様式をつぎのように改める。 
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第３号様式（第６条、第10条関係） 

第     号 

年  月  日 

春日町     利 用 変 更 

練馬区立    青少年館       申請書 

南大泉     使用料還付 
 

  練馬区教育委員会 殿 

  練馬区立青少年館条例および同施行規則に基づき、利用承認書を添え、つぎのとおり利用の変更 

 を申請します。 

 

団 体 名                   申請者名        電話         

 

代表者名        電話          住 所                   

 

利 用 目 的                      利用予定人数        人 

変

更

前 

  月  日（  ） 
利 用 

時 間 
   時～   時 

部
屋
名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

変

更

後 

  月  日（  ） 
利 用 

時 間 
   時～   時 

部
屋
名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

利用承認番号    年    月    日         第      号 

変更の理由  

 

受
付
印 

 

 

練馬区立青少年館条例施行規則第10条の規定に基づき、つぎのとおり使用料の還付を申請します。 

還付金額 円 還付規定 過納金還付（規則第10条第１項第３号）該当 

 

 

使用料差額 □追納   □過納            円 
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 第４号様式をつぎのように改める。 
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第４号様式（第６条関係） 

練馬区立   青少年館利用変更承認書 

受付    年 月 日 

承認    年 月 日 

              様 

 

 

練馬区教育委員会         

印  

 

 

 

 

 

 

 

 

    青少年館の利用およびこれに伴う付帯設備の使用（別紙）をつぎのとおり承認します。 

利用日 利用時間 行 事 名  利用施設 基本料金(円) 
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 第４号様式の２を削る。 

 第４号様式の３を第４号様式の２とし、同様式をつぎのように改める。 
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第４号様式の２（第７条関係） 

第       号 

年   月   日 

 

練馬区立    青少年館利用不承認通知書 

 

         様 

    練馬区教育委員会 

                     印 

 

    年  月  日付けの利用申請については、下記のとおり利用を承認しないことを決定

したので、練馬区立青少年館条例施行規則第７条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 利用不承認の年月日 

 

 

２ 不承認の施設 

 

 

３ 不承認の理由  練馬区立青少年館条例第11条第  号に該当 

 

 

（教示） 

 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月 

以内に、練馬区長に対して、審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると

審査請求をすることができなくなります。）。 

 また、この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、 

練馬区を被告として（訴訟において練馬区を代表する者は練馬区教育委員会となります。）、処分

の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります。）。ただし、前記の審査請求をした場合には、処分の取消

しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に提

起しなければなりません（なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります。）。 
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 第５号様式をつぎのように改める。 
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第５号様式（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

練馬区立     青少年館利用承認取消等通知書 

 

 

 

            様 

 

 

練馬区教育委員会     印   

 

 

 練馬区立青少年館条例施行規則第７条第２項の規定に基づき、下記により利用の承認を

（取消・停止・変更）します。 

 

記 

 

 １ （取消・停止・変更）年月日  年  月  日 

 ２ （取消・停止・変更）の理由 

 

 

 

（教示） 

 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３月以内に、練馬区長に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算

して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

 また、この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月

以内に、練馬区を被告として（訴訟において練馬区を代表する者は練馬区長となります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過す

ると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、前記の審査請求

をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内に提起しなければなりません（なお、当該審査請求に対

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、当該裁決の日

の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなり

ます。）。 
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 第５号様式の２をつぎのように改める。 
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第５号様式の２（第９条関係） 

練馬区立   青少年館 施設利用減免承認書 

年 月 日  

              様 

 

 

練馬区教育委員会         

印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 施設使用について、つぎのとおり使用料の減免を承認します。 

利用日 

利用時間 

利 用 施 設 

行 事 名 

利 用 条 件 

人 数 

申請

内容 

基本料金 

(円) 
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令和７年９月 19日  

こども家庭部青少年課 

 

練馬区立青少年館条例施行規則の一部を改正する規則 

 

１ 改正の理由および内容 

  新しい施設予約システムの導入に合わせて、練馬区立青少年館条例の一部が改

正され、施設の利用単位が原則１時間単位になる等の変更がされることに伴い、

所要の改正を行う。 

 

２ 施行期日 

  令和８年４月１日。ただし、一部の規定は令和７年10月１日から施行する。 

 

３ 新旧対照表 

  別紙のとおり 
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練馬区立青少年館条例施行規則新旧対照表 

現 行 改正案 

（利用申請） （利用申請） 

第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 第１項に規定する利用申請書の提出期

間は、利用予定日の２月前の月の初日か

ら利用予定日の前日までとする。ただし、

委員会は、公益上または青少年の教育上

特に必要と認めたときは、当該期間を別

に定めることができる。 

３ 第１項に規定する利用申請書の提出期

間は、利用予定日の３月前の月の初日か

ら利用予定日の前日までとする。ただし、

委員会は、公益上または青少年の教育上

特に必要と認めたときは、当該期間を別

に定めることができる。 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

（利用承認） （利用承認） 

第５条 利用の承認は、利用申請書の受付

順序に従って行う。ただし、利用予定日

の属する月の２月前の月の初日から同月

９日までの間に、同一の利用時間帯につ

いて、複数の申請があったときは、受付

順序を抽選で決定するものとする。 

第５条 利用の承認は、利用申請書の受付

順序に従って行う。ただし、別に定める

期間内に、同一の利用時間帯について、

複数の申請があったときは、受付順序を

抽選で決定するものとする。 

２ 委員会は、前条第１項の申請について、

施設の利用を承認したときは、利用承認

書（第２号様式（書面により申請があっ

た場合にあっては、第２号様式の２））

を交付するものとする。 

３ ［略］ 

２ 委員会は、前条第１項の申請について、

施設の利用を承認したときは、利用承認

書（第２号様式）を交付するものとする。 

 

 

３ ［略］ 

（利用単位の特例）  

第５条の２ 条例別表の１の表備考に規定

する規則で定める場合は、委員会が施設

の管理および運営に支障がないと認めた

場合に、利用予定日の１月前において既

に利用の承認がなされている利用時間帯

以外の時間について、午前９時から午後

９時までの間を１時間単位（毎正時から

の１時間の単位をいう。）で利用すると

きをいう。 

［削る］ 

２ 条例別表の２の表備考第１項に規定す

る規則で定める場合は、委員会が施設の

管理および運営に支障がないと認めた場

［削る］ 
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合に、つぎに掲げるところにより利用す

るときをいう。 

 ⑴ 正午から午後１時までまたは午後５

時から午後６時までの各１時間につい

て条例別表の２の表で定める午前、午

後または夜間の利用単位の区分による

利用を超過し、または繰り上げて利用

するとき。 

 

 ⑵ 利用予定日の１月前において既に利

用の承認がなされている利用時間帯以

外の時間について、午前９時から午後

９時までの間にあっては１時間単位

（毎正時からの１時間の単位をい

う。）、午後９時から午後９時30分ま

での間にあっては30分単位で利用する

とき。 

 

３ 条例別表の３の表備考第２項に規定す

る規則で定める場合は、委員会が施設の

管理および運営に支障がないと認めた場

合に、利用予定日の１月前において既に

利用承認がなされている利用時間帯以外

の時間について、同表で定める単位で利

用する場合をいう。 

［削る］ 

（利用の変更） （利用の変更） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２ 委員会は、前項の規定による申請につ

いて利用の変更を承認したときは、利用

者に利用変更承認書（第４号様式（書面

により申請があった場合にあっては、第

４号様式の２））を交付するものとする。 

２ 委員会は、前項の規定による申請につ

いて利用の変更を承認したときは、利用

者に利用変更承認書（第４号様式）を交

付するものとする。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

４ 前条第３項の規定は、第２項の規定に

より変更の承認を受けた場合に準用する。 

［削る］ 

（利用の不承認等） （利用の不承認等） 

第７条 委員会は、利用の申請が条例第11

条各号のいずれかに該当すると認めたと

きは、その理由を付し、利用不承認通知

書（第４号様式の３）により申請者に通

第７条 委員会は、利用の申請が条例第11

条各号のいずれかに該当すると認めたと

きは、その理由を付し、利用不承認通知

書（第４号様式の２）により申請者に通
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知するものとする。 知するものとする。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

  

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第９条 ［略］ 第９条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 委員会は、第３項の申請について使用

料の減額または免除の承認をしたとき

は、申請者に減額・免除承認書（第５号

様式の３（書面により申請があった場合

にあっては、第２号様式の２））を交付

するものとする。 

５ 委員会は、第３項の申請について使用

料の減額または免除の承認をしたとき

は、申請者に減額・免除承認書（第５号

様式の２）を交付するものとする。 

  

   付 則    付 則 

１・２ ［略］ １・２ ［略］ 

３ 条例第８条第３項の規定に基づき、平

成14年７月１日から平成16年３月31日ま

での間（以下「特例期間」という。）の

利用に限り、第８条第３項の使用料を減

額する。 

［削る］ 

４ 前項の規定による特例期間の利用に係

る使用料は、付則別表のとおりとする。 

［削る］ 

５ 前２項の規定による特例期間の利用に

係る使用料の減額については、その申請

の手続は、要しない。 

［削る］ 

６ 特例期間の利用に係る使用料の第９条

第１項の規定の適用については、第４項

の使用料について、これを適用する。 

［削る］ 

付則別表（付則第４項関係） ［削る］ 

 １ 練馬区立春日町青少年館  

  ⑴ レクリエーション・ホール  

 使用 

区分 

 

 

 

施設 

午前

９時

から

午前 

11時

まで 

午前 

11時

から

午後

１時

まで 

午後

１時

から

午後

３時

まで 

午後

３時

から

午後

５時

まで 

午後

５時

から

午後

７時

まで 

午後

７時

から

午後

９時

まで 
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       レクリ

エーシ

ョン・

ホール 

3,000

円 

3,000

円 

3,000

円 

3,000

円 

3,000

円 

3,000

円 

 

  ⑵ レクリエーション・ホール以外の

施設 

 

 使用 

区分 

 

 

施設 

午前 午後 夜間 

午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時30分

まで 

教室 1,700円 2,200円 2,000円 

和室 1,400円 1,900円 1,700円 

第一会議室 700円 1,000円 900円 

第二会議室 700円 1,000円 900円 

料理室 1,400円 1,900円 1,700円 

実習室 1,400円 1,900円 1,700円 

多目的室 1,700円 2,200円 2,000円 
 

 

 ２ 練馬区立南大泉青少年館  

  ⑴ 音楽練習室（団体利用）  

 使用 

区分 

 

 

 

施設 

午前

９時

から

午前 

11時

まで 

午前 

11時

から

午後

１時

まで 

午後

１時

から

午後

３時

まで 

午後

３時

から

午後

５時

まで 

午後

５時

から

午後

７時

まで 

午後

７時

から

午後

９時

まで 

       音楽練

習室 

300円 300円 300円 300円 300円 300円 

 

 

  ⑵ 音楽練習室（個人利用）  

使用 

区分 

 

 

 

対象 

午前

９時

から

午前

11時

まで 

午前 

11時

から

午後

１時

まで 

午後

１時

から

午後

３時

まで 

午後

３時

から

午後

５時

まで 

午後

５時

から

午後

７時

まで 

午後

７時

から

午後

９時

まで 

一般 300円 300円 300円 300円 300円 300円 

65歳以 150円 150円 150円 150円 150円 150円 

上75歳       
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未満の

者 

      

75歳以

上の者 

無料 無料 無料 無料 無料 無料 

身体障

害者、

知的障

害者ま

たは精

神障害

者（介

助者１

名を含

む。） 

150円 150円 150円 150円 150円 150円 

 

  ⑶ 音楽練習室以外の施設  

使用区分 

 

 

施設 

午前 午後 夜間 

午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時30分

まで 

レクリエーシ

ョン・ホール 

1,900円 2,600円 2,200円 

教室 1,400円 1,900円 1,700円 

    和室 1,200円 1,600円 1,400円 
 

 

    付 則（令和７年●月教規則第●号） 

 （施行期日） 

 １ この規則は、令和８年４月１日（以下

「施行日」という。）から施行する。た

だし、第１号様式および第３号様式の改

正規定ならびに次項および付則第３項の

規定は、令和７年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ この規則による改正後の練馬区立青少

年館条例施行規則（以下「新規則」とい

う。）第４条から第７条まで、第９条、

別表第１および別表第２の規定は、令和

８年７月１日以後の利用について適用

し、同日前の利用については、なお従前
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の例による。 

 ３ 新規則第１号様式および第３号様式の

規定の施行の日から令和８年６月30日ま

での期間における新規則第１号様式およ

び第３号様式中 

 「 

   時～   時 

                  」 

 とあるのは 

 「 

＜枠利用＞ 

午前・午後・夜

間 

＜時間利用＞ 

   時～  

 時 

                  」 

 とする。 

別表第１（第８条関係） 別表第１（第８条関係） 

 １ 練馬区立春日町青少年館  １ 練馬区立春日町青少年館 

  ⑴ レクリエーション・ホール   ⑴ レクリエーション・ホール 

利用 

単位 

 

 

 

施設 

午前

９時

から

午前

11時

まで 

午前

11時

から

午後

１時

まで 

午後

１時

から

午後

３時

まで 

午後

３時

から

午後

５時

まで 

午後

５時

から

午後

７時

まで 

午後

７時

から

午後

９時

まで 

レクリエ

ーショ

ン・ホール 

3,800

円 

3,800

円 

3,800

円 

3,800

円 

3,800

円 

3,800

円 

 

利用 

単位 

 

 

 

施設 

午前

９時

から

午前

11時

まで 

午前

11時

から

午後

１時

まで 

午後

１時

から

午後

３時

まで 

午後

３時

から

午後

５時

まで 

午後

５時

から

午後

７時

まで 

午後

７時

から

午後

９時

まで 

午後

９時

から

午後

９時

30分

まで 

レクリエ

ーショ

ン・ホール 

3,800

円 

3,800

円 

3,800

円 

3,800

円 

3,800

円 

3,800

円 

1,000

円 

 

  ⑵ レクリエーション・ホール以外の

施設 

  ⑵ ⑴以外の施設 

利用単位 

 

 

 

施設 

午前 午後 夜間 

午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時30分

まで 

教室 2,100円 2,800円 2,500円 

和室 1,800円 2,400円 2,100円 

第一会議室 900円 1,200円 1,100円 

利用単位 

 

 

 

施設 

 

 

１時間 

教室 700円 

和室 600円 

第一会議室 300円 
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    第二会議室 

 

900円 1,200円 1,100円 

実習室 1,800円 2,400円 2,100円 

多目的室 2,100円 2,800円 2,500円 
 

  第二会議室 300円 

料理室 600円 

実習室 600円 

多目的室 700円 
 

 備考 

  １ 午前９時から午後９時までの間

にあっては、毎正時からの１時間

を利用単位とする。 

  ２ 午後９時から午後９時30分まで

の間にあっては、30分単位で利用

することができる。 

  ３ 前項の場合における使用料は、

第１項の利用単位の規定使用料の

30分単位に相当する額（その額に

50円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨て、50円以上100円未満

の端数があるときは、これを100

円に切り上げる。）とする。 

  ⑶ 料理室 

単位 

施設 
１時間 30分 

料理室 600円 300円 
 

 

 ２ 練馬区立南大泉青少年館  ２ 練馬区立南大泉青少年館 

  ⑴ 音楽練習室（団体利用）  

利用 

単位 

 

 

 

施設 

午前

９時

から

午後 

11時

まで 

午前

11時

から

午後

１時

まで 

午後

１時

から

午後

３時

まで 

午後

３時

から

午後

５時

まで 

午後

５時

から

午後

７時

まで 

午後

７時

から

午後

９時

まで 

       音楽練習室 400円 400円 400円 400円 400円 400円 
 

 

  ⑵ 音楽練習室（個人利用）   ⑴ 音楽練習室 

利用 

単位 

 

 

 

対象 

午前

９時

から

午前

11時

まで 

午前

11時

から

午後

１時

まで 

午後

１時

から

午後

３時

まで 

午後

３時

から

午後

５時

まで 

午後

５時

から

午後

７時

まで 

午後

７時

から

午後

９時

まで 

利用 

単位 

 

 

 

対象 

 

 

 

１時間 
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       一般 400 400 400 400 400 400 

 円 円 円 円 円 円 

65歳以上75

歳未満の者 

 

200

円 

200

円 

200

円 

200

円 

200

円 

200

円 

75歳以上の

者 

 

無料 無料 無料 無料 無料 無料 

身体障害

者、知的障

害者または

精神障害者

（介助者１

名を含む。） 

200

円 

200

円 

200

円 

200

円 

200

円 

200

円 

 

  一般 200円 

  

構成員の半数以上を65歳以上75歳

未満の者が占める団体または65歳

以上75歳未満の個人 

100円 

構成員の半数以上を75歳以上の者

が占める団体または75歳以上の個

人 

無料 

構成員の半数以上を身体障害者、知

的障害者もしくは精神障害者が占

める団体または身体障害者、知的障

害者もしくは精神障害者（介助者１

名を含む。） 

 

100円 

 

  ⑶ 音楽練習室以外の施設   ⑵ ⑴以外の施設 

利用単位 

 

 

 

施設 

午前 午後 夜間 

午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで 

午後６時

から午後

９時30分

まで 

レクリエー

ション・ホ

ール 

2,400円 3,200円 2,800円 

教室 1,800円 2,400円 2,100円 

和室 1,500円 2,000円 1,800円 
 

利用単位 

 

 

 

施設 

 

 

１時間 

レクリエーション・ホール 800円 

 

 

 

教室 600円 

和室 500円 

備考 

 １ 午前９時から午後９時までの間にあ

っては、毎正時からの１時間を利用単

位とする。 

 ２ 午後９時から午後９時30分までの間

にあっては、30分単位で利用すること

ができる。 

 ３ 前項の場合における使用料は、第１

項の利用単位の規定使用料の30分単位

に相当する額（その額に50円未満の端

数があるときは、これを切り捨て、50

円以上100円未満の端数があるときは、

これを100円に切り上げる。）とする。 
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別表第２（第９条関係） 別表第２（第９条関係） 

使用料を減額し、または免除す

ることができる場合 

減免額 

［略］ 免除 

５ 構成員の半数以上を75歳

以上の者が占める10人以上

の団体が利用するとき。 

［略］ ５割減額 

10 構成員の半数以上を身体

障害者、知的障害者または精

神障害者が占める10人以上 

の団体が利用するとき。 

 

 

11 構成員の半数以上を65歳

以上の者が占める10人以上

の団体が利用するとき（第５

号に該当する場合を除く。）。 

［新設］  

  

12 その他委員会が特に必要 ［略］ 

があると認めたとき。  
 

使用料を減額し、または免除す

ることができる場合 

減免額 

［略］ 免除 

５ 構成員が10人以上で、その

うちの半数以上が75歳以上

の者であり、かつ区内に在

住、在勤もしくは在学の者が

構成員の半数以上を占める

団体が利用するとき。 

［略］ ５割減額 

10 構成員が10人以上で、その

うちの半数以上が障害者で

あり、かつ区内に在住、在勤 

または在学の者が構成員の

半数以上を占める団体が利

用するとき。 

11 構成員が10人以上で、その

うちの半数以上が65歳以上

の者であり、かつ区内に在

住、在勤または在学の者が構

成員の半数以上を占める団

体が利用するとき（第５号に

該当する場合を除く。）。 

12 構成員が10人以上で、その

うちの半数以上が中学生以 

 

下の者であり、かつ区内に在

住、在勤または在学の者が構

成員の半数以上を占める団

体が利用するとき。 

 

13 その他委員会が特に必要 ［略］ 

があると認めたとき。  
 

第１号様式 別紙のとおり 第１号様式 別紙のとおり 

第２号様式 別紙のとおり 第２号様式 別紙のとおり 

第２号様式の２ 別紙のとおり ［削る］ 

第３号様式 別紙のとおり 第３号様式 別紙のとおり 

第４号様式 別紙のとおり 第４号様式 別紙のとおり 

第４号様式の２ 別紙のとおり ［削る］ 
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第４号様式の３ 別紙のとおり 第４号様式の２ 別紙のとおり 

第５号様式 別紙のとおり 第５号様式 別紙のとおり 

第５号様式の２ 別紙のとおり 第５号様式の２ 別紙のとおり 
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第１号様式（第４条、第９条関係） 

第     号 

年  月  日 

春日町 

練馬区立    青少年館（利用、減額・免除）申請書 

南大泉 
  練馬区教育委員会 殿 

  練馬区立青少年館条例および同施行規則に基づき、つぎのとおり申請します。 

 

団 体 名                   申請者名        電話       

 

代表者名        電話        住  所                 

 

利 用 目 的                       利用予定人数        人 

   月  日（  ） 
利 用 

時 間 

＜枠利用＞ 

午前・午後・夜間 

＜時間利用＞ 

   時 ～   時 

部

屋

名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

   月  日（  ） 
利 用 

時 間 

＜枠利用＞ 

午前・午後・夜間 

＜時間利用＞ 

   時 ～   時 

部

屋

名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

   月  日（  ） 
利 用 

時 間 

＜枠利用＞ 

午前・午後・夜間 

＜時間利用＞ 

   時 ～   時 

部

屋

名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

   月  日（  ） 
利 用 

時 間 

＜枠利用＞ 

午前・午後・夜間 

＜時間利用＞ 

   時 ～   時 

部

屋

名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

 

※上記の   部分のみを記入してください。 

 

 

 

減額・免除の理由 

練馬区立青少年館条例施行規則別表第２ 第（   ）号該当 

 

使用料合計 円 

領
収
日
付
印 

 

現行 
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第１号様式（第４条、第９条関係） 

第     号 

年  月  日 

春日町 

練馬区立    青少年館（利用、減額・免除）申請書 

南大泉 
  練馬区教育委員会 殿 

  練馬区立青少年館条例および同施行規則に基づき、つぎのとおり申請します。 

 

団 体 名                   申請者名        電話       

 

代表者名        電話        住  所                 

 

利 用 目 的                       利用予定人数        人 

   月  日（  ） 
利 用 

時 間 
   時～   時 

部

屋

名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

   月  日（  ） 
利 用 

時 間 
   時～   時 

部

屋

名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

   月  日（  ） 
利 用 

時 間 
   時～   時 

部

屋

名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

   月  日（  ） 
利 用 

時 間 
   時～   時 

部

屋

名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

 

※上記の   部分のみを記入してください。           

 

 

 

減額・免除の理由 

練馬区立青少年館条例施行規則別表第２ 第（   ）号該当 

 

使用料合計 円 

改正案 
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第２号様式（第５条関係） 

練馬区立     青少年館利用承認書 

年 月 日  

              様 

 

 

練馬区教育委員会         

印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 施設の利用について、つぎのとおり承認します。 

利用日付 

利用時間 

利 用 施 設 

行 事 名 

利 用 条 件 

人 数 

申請

内容 

基本料金 

(円) 

          

          

          

          

          

          

          

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

現行 
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第２号様式（第５条関係） 

   練馬区立   青少年館 施設利用承認書 

受付    年 月 日 

承認    年 月 日 

      団体名 

登録番号 

申請者 住所 

氏名 

電話 

 

練馬区教育委員会         

印  

 

 

 

 

 施設使用について、つぎのとおり承認します。 

利用日 

利用時間 

利 用 施 設 

行 事 名 

利 用 条 件 

人 数 

申請

内容 

基本料金 

(円) 

          

          

          

          

          

          

          

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

改正案 
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第２号様式の２（第５条、第９条関係） 

第     号 

年  月  日 

春日町 

練馬区立    青少年館（利用、減額・免除）承認書 

南大泉 
  練馬区立青少年館条例および同施行規則に基づき、つぎのとおり承認します。 

 

団 体 名                   

 

代表者名                        練馬区教育委員会  

 

利 用 目 的                     利用予定人数       人 

   月  日（  ） 
利 用 

時 間 

＜枠利用＞ 

午前・午後・夜間 

＜時間利用＞ 

   時 ～   時 

部

屋

名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

   月  日（  ） 
利 用 

時 間 

＜枠利用＞ 

午前・午後・夜間 

＜時間利用＞ 

   時 ～   時 

部

屋

名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

   月  日（  ） 
利 用 

時 間 

＜枠利用＞ 

午前・午後・夜間 

＜時間利用＞ 

   時 ～   時 

部

屋

名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

   月  日（  ） 
利 用 

時 間 

＜枠利用＞ 

午前・午後・夜間 

＜時間利用＞ 

   時 ～   時 

部

屋

名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

 

 

 

 

 

 

減額・免除の理由 

練馬区立青少年館条例施行規則別表第２ 第（  ）号該当 

 

使用料合計 円 

領
収
日
付
印 
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第３号様式（第６条、第 10条関係） 

第     号 

年  月  日 

春日町     利 用 変 更 

練馬区立    青少年館       申請書 

南大泉     使用料還付 
 

  練馬区教育委員会 殿 

  練馬区立青少年館条例および同施行規則に基づき、利用承認書を添え、つぎのとおり利用の変更 

 を申請します。 

 

団 体 名                   申請者名        電話         

 

代表者名        電話          住 所                   

 

利 用 目 的                      利用予定人数        人 

変

更

前 

  月  日（  ） 
利 用 

時 間 

＜枠利用＞ 

午前・午後・夜間 

＜時間利用＞ 

   時～   時 

部
屋
名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

変

更

後 

  月  日（  ） 
利 用 

時 間 

＜枠利用＞ 

午前・午後・夜間 

＜時間利用＞ 

  時～   時 

部
屋
名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

利用承認番号    年    月    日         第      号 

変更の理由 

 

 

受
付
印 

  領
収
印 

 

 

練馬区立青少年館条例施行規則第 10条の規定に基づき、下記のとおり使用料の還付を申請します。 

還付金額 円 還付規定 過納金還付（規則第 10条第 1項第 3号）該当 

 

 

使用料差額 □追納   □過納            円 

現行 
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第３号様式（第６条、第10条関係） 

第     号 

年  月  日 

春日町     利 用 変 更 

練馬区立    青少年館       申請書 

南大泉     使用料還付 
 

  練馬区教育委員会 殿 

  練馬区立青少年館条例および同施行規則に基づき、利用承認書を添え、つぎのとおり利用の変更 

 を申請します。 

 

団 体 名                   申請者名        電話         

 

代表者名        電話          住 所                   

 

利 用 目 的                      利用予定人数        人 

変

更

前 

  月  日（  ） 
利 用 

時 間 
   時～   時 

部
屋
名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

変

更

後 

  月  日（  ） 
利 用 

時 間 
   時～   時 

部
屋
名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

利用承認番号    年    月    日         第      号 

変更の理由  

 

受
付
印 

 

 

練馬区立青少年館条例施行規則第10条の規定に基づき、つぎのとおり使用料の還付を申請します。 

還付金額 円 還付規定 過納金還付（規則第10条第１項第３号）該当 

 

 

使用料差額 □追納   □過納            円 

改正案 
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第４号様式（第６条関係） 

練馬区立     青少年館変更承認書 

年 月 日  

              様 

 

 

練馬区教育委員会         

印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 施設の利用について、つぎのとおり変更・取消しを承認します。 

利用日付 

利用時間 

利 用 施 設 

行 事 名 

利 用 条 件 

人 数 

申請

内容 

基本料金 

(円) 

          

          

          

          

          

          

          

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

現行 
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第４号様式（第６条関係） 

練馬区立   青少年館利用変更承認書 

受付    年 月 日 

承認    年 月 日 

              様 

 

 

練馬区教育委員会         

印  

 

 

 

 

 

 

 

 

    青少年館の利用およびこれに伴う付帯設備の使用（別紙）をつぎのとおり承認します。 

利用日 利用時間 行 事 名  利用施設 基本料金(円) 

          

          

          

          

          

          

          

  

    

    

    

    

    

    

  

   

改正案 
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第４号様式の２（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

春日町 

練馬区立    青少年館 利用変更 承認書 

南大泉 
 

   練馬区立青少年館条例および同施行規則に基づき、つぎのとおり利用の変更を承認します。 

 

団 体 名                 

練馬区教育委員会 

代表者名        電話        

 

利 用 目 的                      利用予定人数        人 

変

更

前 

  月  日（  ） 
利 用 

時 間 

＜枠利用＞ 

午前・午後・夜間 

＜時間利用＞ 

   時～   時 

部
屋
名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

変

更

後 

  月  日（  ） 
利 用 

時 間 

＜枠利用＞ 

午前・午後・夜間 

＜時間利用＞ 

   時～   時 

部
屋
名 

春 レク・多目・教室・実習室・和室・第一会・第二会・料理室 全 額 円 

南 音楽練習室・レク・教室・和室 減・免 円 

利用承認番号 年     月     日        第       号 

変更の理由 

 

 

受
付
印 

  領
収
印 

 

 

 

 

 

 

減額・免除の理由 

練馬区立青少年館条例施行規則別表第２ 第（  ）号該当 

 

使用料差額 □追納   □過納           円 

使用料合計 円 

領
収
日
付
印 
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第４号様式の３（第７条関係） 

第       号 

年   月   日 

 

練馬区立    青少年館利用不承認通知書 

 

         様 

    練馬区教育委員会 

                     印 

 

    年  月  日付けの利用申請については、下記のとおり利用を承認しないことを決定

したので、練馬区立青少年館条例施行規則第７条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 利用不承認の年月日 

 

 

２ 不承認の施設 

 

 

３ 不承認の理由  練馬区立青少年館条例第11条第  号に該当 

 

 

（教示） 

 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月 

以内に、練馬区長に対して、審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると

審査請求をすることができなくなります。）。 

 また、この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、 

練馬区を被告として（訴訟において練馬区を代表する者は練馬区教育委員会となります。）、処分

の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります。）。ただし、前記の審査請求をした場合には、処分の取消

しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に提

起しなければなりません（なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります。）。 

現行 
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第４号様式の２（第７条関係） 

第       号 

年   月   日 

 

練馬区立    青少年館利用不承認通知書 

 

         様 

    練馬区教育委員会 

                     印 

 

    年  月  日付けの利用申請については、下記のとおり利用を承認しないことを決定

したので、練馬区立青少年館条例施行規則第７条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 利用不承認の年月日 

 

 

２ 不承認の施設 

 

 

３ 不承認の理由  練馬区立青少年館条例第11条第  号に該当 

 

 

（教示） 

 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月 

以内に、練馬区長に対して、審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると

審査請求をすることができなくなります。）。 

 また、この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、 

練馬区を被告として（訴訟において練馬区を代表する者は練馬区教育委員会となります。）、処分

の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります。）。ただし、前記の審査請求をした場合には、処分の取消

しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に提

起しなければなりません（なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります。）。 

改正案 
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第５号様式（第７条関係） 

 

 

練馬区立     青少年館利用承認取消等通知書 

 

 

 

            様 

 

 

練馬区教育委員会     印   

 

 

 練馬区立青少年館条例施行規則第７条第２項の規定に基づき、下記により利用の承認を

（取消・停止・変更）します。 

 

記 

 

 １ （取消・停止・変更）年月日  年  月  日 

 ２ （取消・停止・変更）の理由 

 

 

 

 

（教示） 

 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３月以内に、練馬区長に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算

して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

 また、この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月

以内に、練馬区を被告として（訴訟において練馬区を代表する者は練馬区長となります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過す

ると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、前記の審査請求

をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内に提起しなければなりません（なお、当該審査請求に対

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、当該裁決の日

の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなり

ます。）。 

現行 
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第５号様式（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

練馬区立     青少年館利用承認取消等通知書 

 

 

 

            様 

 

 

練馬区教育委員会     印   

 

 

 練馬区立青少年館条例施行規則第７条第２項の規定に基づき、下記により利用の承認を

（取消・停止・変更）します。 

 

記 

 

 １ （取消・停止・変更）年月日  年  月  日 

 ２ （取消・停止・変更）の理由 

 

 

 

（教示） 

 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３月以内に、練馬区長に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算

して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

 また、この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月

以内に、練馬区を被告として（訴訟において練馬区を代表する者は練馬区長となります。）、

処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過す

ると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、前記の審査請求

をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内に提起しなければなりません（なお、当該審査請求に対

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、当該裁決の日

の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなり

ます。）。 

改正案 
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第５号様式の２（第９条関係） 

練馬区立     青少年館減額・免除承認書 

年 月 日  

              様 

 

 

練馬区教育委員会         

印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 施設の利用について、つぎのとおり使用料の減額・免除を承認します。 

利用日付 

利用時間 

利 用 施 設 

行 事 名 

利 用 条 件 

人 数 

申請

内容 

基本料金 

(円) 

          

          

          

          

          

          

          

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

現行 
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第５号様式の２（第９条関係） 

練馬区立   青少年館 施設利用減免承認書 

年 月 日  

              様 

 

 

練馬区教育委員会         

印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 施設使用について、つぎのとおり使用料の減免を承認します。 

利用日 

利用時間 

利 用 施 設 

行 事 名 

利 用 条 件 

人 数 

申請

内容 

基本料金 

(円) 

          

          

          

          

          

          

          

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

改正案 
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1 
 

令和７年９月 19 日 

企 画 部 企 画 課 

区 政 改 革 担 当 部 

区 政 改 革 担 当 課 

 

練馬区版総合戦略 重要業績評価指標(KPI)および第３次みどりの風吹くまち

ビジョン アクションプラン〔年度別取組計画〕の令和６年度末の進捗状況に

ついて 

 

１ 練馬区版総合戦略 重要業績評価指標（KPI）の進捗状況 

平成 26 年 11 月に制定された「まち・ひと・しごと創生法」により、地方公

共団体は、国の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を踏まえ、地方版総合

戦略を定めることが求められた。区では、第３次みどりの風吹くまちビジョン

を、地方版総合戦略と位置付けている。 

地方版総合戦略に基づく取組について PDCA サイクル（Plan・Do・Check・

Action）を通じた効果検証を行うため、「重要業績評価指標（KPI）※」を設

定しており、今回、令和６年度末の進捗状況を取りまとめた。 

※ 施策ごとの進捗状況を検証するために設定する指標 

 

２ 第３次みどりの風吹くまちビジョン アクションプラン〔年度別取組計画〕

の進捗状況 

第３次みどりの風吹くまちビジョン アクションプラン〔年度別取組計画〕

は、事業の進捗状況を毎年度、点検・検証して結果を公表しながら取組を進め

ることとしており、今回、令和６年度末の進捗状況を取りまとめた。 

 

評価 進捗状況 
令和６年度 

事業数 割合 

A＋ 計画以上に進んだもの 30 ７％ 

A 概ね計画どおりのもの 338 74％ 

Ｂ 

遅れや修正が生じたもの 39 ９％ 

内訳 

⑴まちづくり事業等の進捗状況に
より予定変更が生じたもの 

７ ２％ 

⑵工事等の進捗状況により予定変
更が生じたもの 

13 ３％ 

⑶その他 19 ４％ 

＊ 短期での評価がなじまないもの 37 ８％ 

― 令和６年度に実施していないもの 12 ３％ 

合計 456 100% 

※割合は、四捨五入しているため、集計値と一致しない場合がある。 
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練馬区版総合戦略

重要業績評価指標（KPI）の令和6年度末の目標値に対する進捗状況
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：

：

： 原則として、令和６年度末の実績を表示しています。それ以外の時点の数値については、時
点を表示しています。

【表の見方】

① 「目標値」欄
原則として、令和８年度末の目標値を表示しています。それ以外の時点の数値については、
時点を表示しています。

② 「現状値」欄
原則として、令和５年度末の状況を表示しています。それ以外の時点の数値については、時
点を表示しています。

③ 「令和６年度末の実績」欄

基本目標︓Ⅰ　子どもたちの笑顔輝くまち
戦 略 計 画 指  標 目 標 値

原則︓令和８年度末
現 状 値

原則︓令和５年度末
令和６年度末の実績

計画１
子育てのかたちを選択で
きる社会の実現

保育所等入所希望者受入率
100％
（令和９年４月１日現在）

100％
（令和６年４月１日現在）

100％
（令和７年４月１日現在）

計画２
子どもの成長に合わせた
切れ目のないサポートの
充実

保健相談所で実施する生後
２か月児相談の内容が参考
になったと思う保護者の割
合

80％ ― 98.6%

計画３
学齢期の子どもや若者の
居場所の充実

ねりっこ学童クラブ入会
希望者受入率

100％
（令和９年４月１日現在）

97.5％
（令和６年４月１日現在）

99.2％
（令和７年４月１日現在）

【 重要業績評価指標（KPI※）とは 】
平成26年11月に制定された「まち・ひと・しごと創生法」により、地方公共団体は、国の「デジ

タル田園都市国家構想総合戦略」を踏まえ、地方版総合戦略を定めることが求められています。また、

国は地方版総合戦略について、「基本目標における数値目標」と「具体的な施策ごとの重要業績評価

指標（KPI）※」を設定し、PDCA（Plan・Do・Check・Action）サイクルを通じた客観的な効果検

証を行うことを求めています。

区では、第３次みどりの風吹くまちビジョンを地方版総合戦略に位置づけ、施策の効果を客観的に

検証するため、練馬区版総合戦略に係る数値目標および重要業績評価指標を設定します。 ※KPI

＝ Key Perfomance  Indicatorの略

① ② ③
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基本目標︓Ⅰ　子どもたちの笑顔輝くまち
戦 略 計 画 指  標 目 標 値

原則︓令和８年度末

現 状 値
原則︓令和５年度末

令和６年度末の実績

計画１
子育てのかたちを選択で
きる社会の実現

保育所等入所希望者受入率
100％
（令和９年４月１日現在）

100％
（令和６年４月１日現在）

100％
（令和７年４月１日現在）

計画２
子どもの成長に合わせた
切れ目のないサポートの
充実

保健相談所で実施する生後
２か月児相談の内容が参考
になったと思う保護者の割
合

80％ ― 98.6%

計画３
学齢期の子どもや若者の
居場所の充実

ねりっこ学童クラブ入会
希望者受入率

100％
（令和９年４月１日現在）

97.5％
（令和６年４月１日現在）

99.2％
（令和７年４月１日現在）

計画４
夢や目標を持ち困難を乗
り越える力を備えた子ど
もたちの育成

自分の考えを上手く伝えら
れるよう、工夫して発言や
発表をすることができる児
童生徒の割合

児童:70％
生徒:75％

児童:67.6％
生徒:73.5％

児童:70.7％
生徒:74.2％

基本目標︓Ⅱ　高齢者が住みなれた地域で暮らせるまち
戦 略 計 画 指  標 目 標 値

原則︓令和８年度末

現 状 値
原則︓令和５年度末

令和６年度末の実績

計画５
高齢者地域包括ケアシス
テムの深化・推進

地域包括支援センターの相
談件数

年間220,000件 年間230,652件 年間214,352件

計画６
元気高齢者の活躍と健康
づくり・フレイル予防の
推進

要介護認定率（第９期練馬
区高齢者保健福祉計画・介
護保険事業計画）

22.2％以下
（令和８年９月末）

22.0％
（令和５年９月末）

22.3%
（令和６年９月末）

基本目標︓Ⅲ　安心を支える福祉と医療のまち
戦 略 計 画 指  標 目 標 値

原則︓令和８年度末

現 状 値
原則︓令和５年度末

令和６年度末の実績

計画７
障害者が地域で暮らし続
けられる基盤の整備

作業所平均工賃月額 18,000円 17,806円 19,588円

計画８
ひとり親家庭や生活困窮
世帯等の自立を応援

生活保護受給者および生活
困窮者への就労支援による
就職者数

年間650人 年間604人 年間537人

計画９
民間ならではの多様な活
動と連携した地域福祉の
推進

地域福祉コーディネーター
が相談を受けた件数

年間2,600件 年間1,668件 年間4,842件

計画10
安心して医療が受けられ
る体制の整備

人口10万人あたりの一般療
養病床数

373床 333床 349床

計画11
身体とこころの健康づく
りを応援

区が実施する胃・肺・大腸
がん検診の平均受診率

16％ 14.5% 14.8%
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基本目標︓Ⅳ　安全・快適、みどりあふれるまち
戦 略 計 画 指  標 目 標 値

原則︓令和８年度末

現 状 値
原則︓令和５年度末

令和６年度末の実績

計画12
地域の災害リスクに応じ
た「攻めの防災」

「地域防災力の向上、安
全・安心な地域づくり」に
対する満足評価

70％ 65.4％ 62.1%

計画13
みどり豊かで快適な空間
を創出する交通インフラ
の整備

都市計画道路の整備着手率 68％ 66％ 67%

計画14
人々の移動を支える交通
体系の構築

ホームドア整備駅数 15駅 10駅 12駅

計画15
快適な住宅都市を実現す
るまちづくりの推進

地区計画数 53地区 46地区 46地区

計画16
練馬のみどりを未来へつ
なぐ

区が整備する公園面積
（令和６～８年度）

2.82ha ― 0.62ha

計画17
脱炭素社会の実現に向け
た環境施策の展開

区の二酸化炭素年間排出量

現状値からの削減
（2030年度までに2013年度
216.5万t-ＣＯ２から46％

削減
※
）

177万8千t-ＣＯ２
（令和３年度実績）

173万2千t-ＣＯ２
（令和４年度実績）

基本目標︓Ⅴ　いきいきと心豊かに暮らせるまち
戦 略 計 画 指  標 目 標 値

原則︓令和８年度末

現 状 値
原則︓令和５年度末

令和６年度末の実績

計画18
意欲ある事業者の支援と
商店街の魅力づくり

練馬ビジネスサポートセン
ターを利用した創業者数

年間60人 年間55人 年間56人

計画19
生きた農と共存するまち
練馬

アプリ「とれたてねりま」
へのアクセス件数

計1,119,000件 計457,809件 計696,241件

計画20
みどりの中で優れた文化
芸術を楽しめるまち

文化芸術イベント参加者数 年間22,000人 年間20,231人 年間25,183人

計画21
みどりの中で誰もがス
ポーツを楽しめるまち

ユニバーサルスポーツフェ
スティバルの参加者数

年間4,100人 年間4,434人 年間4,663人

基本目標︓Ⅵ　区民とともに区政を進める
戦 略 計 画 指  標 目 標 値

原則︓令和８年度末

現 状 値
原則︓令和５年度末

令和６年度末の実績

計画22
地域コミュニティの活性
化と区民協働の推進

「つながるカレッジねり
ま」の修了者数

計660名 計366名 計474名

計画23
ＤＸで区民と区政を直に
つなぐ

オンライン申請の件数 年間820,000件 年間567,000件 年間688,454件

※　「練馬区環境基本計画2023」温室効果ガスの削減目標
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第３次みどりの風吹くまちビジョン

アクションプラン

令和６年度末の進捗状況

〔年度別取組計画〕

7



①
：

②
：

③
：

：

④
： 「進捗状況」欄の記号は、下記の内容を表しています。

※令和６年度に実施が無い事業については、「−」を記載しています。

令和５年度末の現況
各事業の令和５年度末時点での取組実績を記載しています。

【表の見方】

「第３次みどりの風吹くまちビジョン アクションプラン〔年度別取組計画〕」に記載さ
れている策定時の内容が記載されています。

令和８年度目標

進捗状況

 A+   ・・・・・  計画以上に進んだもの
 A     ・・・・・   概ね計画どおりのもの
 B  ・・・・・   遅れや修正が生じたもの
※ 道路事業・まちづくりなど、短期での評価になじまない事業については、「＊」を
 記載しています。

令和６年度

「第３次みどりの風吹くまちビジョン アクションプラン〔年度別取組計画〕」に記載さ
れている令和６年度の取組内容を記載しています。

当初計画

実績
各事業の令和６年度末時点での取組実績を記載しています。

① ② ③ ④ ⑤① ③ ④②
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戦略計画1　子育てのかたちを選択できる社会の実現

１　保育サービスの充実

A

ニーズ調査結果等に基づき
保育需要量を検討し、「第３
期練馬区子ども・子育て支援
事業計画（R７.３策定）」に反
映

A
・私立園　１所
・委託園　２所

A R７.９ 都より引き渡し予定

A

A
乳児が入園しやすくなるよ
う、障害児受入枠（３名）のう
ち乳児枠（１名）を廃止

A
(再掲)

R６支援実績
保育園６園　６名

A
新たな支援方針に基づく、看
護師および保育士向けの研
修の充実・環境整備

① 保育人材の確保事業の推進

A
実施回数の増加
　R５：３回、R６：４回

A
国制度の対象外となっている
職員への処遇改善給付など
を継続

A

・実施回数の増加
　　R５：42回、R６：48回
・新任園長・新任保育士への
継続研修の新規実施　等

A
巡回回数の増加
　　R５：333回、R６：423回

継続 継続

②区内全ての保育施設
を対象にした研修の充
実

実施 充実 充実

充実 充実

(3)保育水準の
維持向上

(2)障害児保育
および医療的ケ
アの充実

私立保育所等における
障害児受入数の拡大

拡大
（95園218人）

拡大
拡大

（107園255人）

実施
（８園８名）

(1)保育所待機
児童ゼロの継続

①認可保育所の整備
認可保育所

計207所
（定員17,767人）

検討 検討

②延長保育
　計185所

計178所 ３所開始
３所開始

（計181所）

相談会等の充実 実施 充実 充実

区独自の処遇改
善、配置基準

実施

区立保育所における
障害児受入数の拡大

拡大
（60園207人）

拡大
拡大

（60園203人）

医療的ケア児への
新たな支援方針に
基づく支援の実施
【戦略計画4－3の再
掲】

新たな支援方針の策
定

実施 実施

医療的行為を必要とす
る児童への医療的ケア
の充実

③区内全ての保育施設
を対象とした巡回支援
の充実

実施 充実 充実

当初計画 実績

Ⅰ　子どもたちの笑顔輝くまち

取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
進捗状況 備　　考

③上石神井第三保育
園の改築による
定員増

工事(一部) 工事 工事
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２　「練馬こども園」の拡充

A+
認定園数が計画を上回った。
※標準型と低年齢型の重複
認定が５園

A

連携に取り組んでいる練馬こ
ども園数および取組件数
　　R５：15園（計26件）
　　R６：17園（計42件）

A
開設準備経費　 ２園
家賃手当補助　16園

３　区立幼稚園の今後のあり方の検討

A 検討委員会２回開催

４　子育て支援サービスの拡充

A
実施回数の増加
　　R５：58回
　　R６：118回

A R７.９ 都より引き渡し予定

A+

・新規店舗数が計画を上回っ
た。
・開催実績
　　102回（オンライン含む）
　　参加親子延べ321組

① 乳幼児一時預かり事業

A
受入枠が週２日から週７日と
なるよう調整

A 開設に向けた調整

A

・Ｒ６.７事業開始
・実績
　利用児童数　803人
　利用時間　　 35,798時間

地域子ども家庭支
援センター関での
受入れ枠拡大

― 調整 調整

石神井公園駅南口
西地区再開発ビル
での開設調整

調整 調整 調整

②ベビーシッター利用
支援事業（一時預かり
利用支援）の実施

(2)練馬こども
カフェの充実

練馬こどもカフェ
11か所

計７か所 ２か所開始
３か所開始
（計10か所）

(3)一時預かり
事業の拡充

検討 検討・開始 検討・開始

充実

②地域子ども家庭
支援センター関分室の
開設、子育てのひろば
「ぴよぴよ」の充実

工事（一部） 工事 工事

今後のあり方の検討結
果を踏まえた実施計画
の策定

学校適正配置
基本方針の策定

検討委員会の
設置
検討

検討委員会の
設置
検討

(1)子育てのひ
ろばの拡充

①子育てのひろば「ぴ
よぴよ」での休日講習
等の充実

実施 充実

練馬こども園と小規模
保育施設等との連携充
実

実施 充実 充実

開設準備経費・家賃手
当補助の実施

－ 開始 開始

当初計画 実績

練馬こども園
　計31園

計28園
※

※実園数は26園
１園認定

７園認定
（計35園）

※実園数は30園

進捗状況 備　　考取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
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戦略計画2　子どもの成長に合わせた切れ目のないサポートの充実

１　妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援

A
妊婦面談実施数　5,585件
　（実施率99.6%）

A

・充実した内容
　　電子申請の導入
　　実施事業者数の拡充
　　利用者負担額の軽減
・利用実績
　 ショートステイ　延2,987日
　 デイケア　　　　延2,743日
　 産後ケア訪問　延2,482日

A
回数：72回
参加組数：965組

A

・充実内容（１歳児相談時）
　　身体計測
　　保健師等による個別相談
・実績
　　回数：72回
　　来所者数：1,709人

２　児童相談体制「練馬区モデル」の強化
① 迅速かつ一貫した児童虐待への対応強化

A

都練馬児童相談所の設置（R
６.６）に伴う充実
・都区合同の検討会議の随
時開催
・虐待通告に基づく都区合同
家庭訪問の随時実施

② 子ども家庭支援センターの体制強化

A

③ 保護者支援の拡充

A
都区合同のCAREプログラム
の継続実施

④ ショートステイ事業の充実

A R６.４開始　1か所

A

〈都による児童相談所の設置・運営〉

A R６.６　設置、運営開始

都区の連携強化
充実

調整 充実 充実

専門職員等の増員
心理９人、福祉33人、
保健師８人、会計年度
任用職員相談員８人

増員

東京都練馬
児童相談所の設置
・運営

工事（完了） 設置・運営 設置・運営

検討 開始 開始

１歳児子育て相談の
充実

実施 充実 充実

子どもショート
ステイの充実
（４か所）

実施
（３か所）

充実
（１か所）

充実
（１か所）

妊娠・子育て相談員に
よる全ての妊婦との面
談・支援の実施

実施 実施 実施

産後ケア事業の充実 実施 充実 充実

２か月児相談の実施

増員
（５人）

支援プログラムの
充実

充実 充実 充実

親子入所型
ショートステイの
実施

調整 開始 開始

取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
進捗状況 備　　考当初計画 実績
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戦略計画3　学齢期の子どもや若者の居場所の充実

１　ねりっこクラブの全区立小学校での実施

A

②ねりっこひろばの充実

A 10校で試行

A+
R７予定を前倒しして６校で試
行

２　障害児および医療的ケアが必要な児童の受入れ体制の充実

A 11校拡大

A
(再掲)

R６支援実績
学童クラブ５クラブ　５名

３　学童クラブのICT化

A
Ｒ６.６　全学童クラブに一斉
導入

A
オンライン申請率43％（3,220
件）

４　学齢期の子どもたちの居場所の支援

- ―

A
充実した内容
　　中高生カフェの実施回数
　　R５：2,356回、R６：2,625回

５　就労支援プログラムの充実

A

・支援プログラムを受け就職
した方によるセミナー　２回
（新）
・職場体験
　R５：13回、R６：25回
・社会体験
　R５：82回、R６：174回

A
就労後の定期的な面談に加
え、就労した若者同士の座談
会を実施　５回（新）

充実

職場への定着サポート
の充実

充実 充実 充実

中高生向け事業の
充実

検討 実施 実施

支援プログラムの
充実

充実 充実

導入

開館時間等の拡大
６館

４館 － －

電子連絡帳の導入 準備 導入 導入

入会申請のオンライン
手続きの導入

準備 導入

医療的ケア児への
新たな支援方針に
基づく支援の実施
【戦略計画4－3の再
掲】

新たな支援方針の
策定

実施 実施

ねりっこひろば
冬期終了時刻の
延長

－ 検討
検討

一部試行

障害児等受入れ枠の
拡大
11校

支援の単位につき２名
の受入れ

※1つの支援の単位は
児童45人以下

支援の単位につき
３名の受入れに

拡大

支援の単位につき
３名の受入れに

拡大

ねりっこひろば
１年生利用開始
時期の前倒し

検討・準備 試行 試行

①ねりっこクラブの
拡大

計52校 ７校 開始
７校 開始
(計59校)

取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
進捗状況 備　　考当初計画 実績
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戦略計画4　夢や目標を持ち困難を乗り越える力を備えた子どもたちの育成

１　教育の質の向上

A

・学校別ICT活用推進計画に
基づいた教育活動の充実
・ICT活用推進リーダー研修
（５回、490人）

A

A

A
機種の仕様や調達方法など
を検討

A 学校司書の配置方法を検討

① A R６.８　工事完了

② B

インターネットケーブル移設
に伴う遅延が発生し、一部校
舎の完成時期が延期となり、
空調機の設置ができなかっ
た。

③ A R７.３　完了

④ A

・実施設計
　　R６.７　完了
・工事
　　R６.８　着工

⑤ A R６.４　開始

⑥ A R６.４　開始

⑦ A R７.３　完了

⑧ A R７.３　完了

⑨ A R７.３　完了

⑩ A R７.３　完了

⑪ A R７.３　完了

(3)小中学校の
改築等の推進

― 基本設計 基本設計（完了）

上石神井小学校
上石神井中学校
実施設計

― 基本設計 基本設計（完了）

豊溪小学校
工事（一部）

基本設計（完了） 実施設計 実施設計

石神井南中学校
長寿命化改修
工事（完了）

基本設計（完了） 実施設計 実施設計（完了）

田柄中学校
工事（一部）

実施設計（一部）
実施設計

工事
実施設計（完了）

工事

練馬東小学校
工事（一部）

基本設計（完了） 実施設計 実施設計

旭丘小学校
旭丘中学校
工事（完了）

工事（一部） 工事 工事

向山小学校
工事（一部）

実施設計（一部） 実施設計 実施設計（完了）

上石神井北小学校
工事（完了）

工事（一部） 工事 工事（完了）

開進第一小学校
長寿命化改修
工事（一部）

― 基本設計 基本設計（完了）

開進第二小学校
長寿命化改修
工事（一部）

― 基本設計 基本設計（完了）

立野小学校
工事（一部）

(2)学校司書の
全校配置

学校司書の全校配置
学校図書館管理員

の全校配置
検討 検討

③教育ネットワーク
回線のWi-Fi化

検討 中学校実施 中学校実施

④児童生徒用・教員用
タブレットパソコンの更
新

― 検討 検討

(1)ICTを活用し
た教育内容の充
実

①教員全体のICT
活用能力の向上

実施 実施 実施

②指導者用デジタル教
科書の導入

一部導入
（全小中学校英語）

小学校へ一部導
入（国語、社会、算

数、理科）

小学校へ一部導
入（国語、社会、算

数、理科）

取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
進捗状況 備　　考当初計画 実績
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⑫ A

⑬ A

⑭ A

⑮ - ―

⑯ - ―

⑰ - ―

⑱ - ―

B
旭丘中学校改築工事の遅れ
により７年度に設置を延期し
た。

A+
空調機更新が前倒して実施
できるよう、調査等を早期に
実施

B
入札不調により１校がＲ７に
延期となった。

B
引き続き丁寧な説明を行うこ
とを目的に計画策定を延期し
た。

A

・教育アドバイザー（元校長）
による訪問型研修
（初年次）年３回
（２年次）年２回
（３年次）年１回
・教育アドバイザーによる指
導助言時間の増加

B
拡大に向けた取組を行ったも
のの、マッチングできなかっ
た。（R７.４　１名増）

① A
SSSは減員したが、勤務時間
4時間に加え7時間の職を新
設、総勤務時間を拡大

② A

③ ICTを活用した校務改善

A
機種の仕様や調達方法など
を検討

A R７.４　電子化開始

A
文部科学省の動向を注視し、
移行に向けた検討

A
部活動在り方検討委員会を５
回実施

取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
進捗状況 備　　考

(9)部活動の地
域移行

部活動の地域移行 検討 検討 検討

検討 準備 準備

クラウド型校務支援
システムへの移行
検討

(8)教員の働き
方改革

(6)区立学校の
適正配置

適正配置の実施に向け
た調整

新たな基本方針の
策定

実施計画の策定
実施計画（素案）

の公表

(7)若手教員の
育成の強化

実施 実施・充実 実施・充実

普通教室の空調設備
更新と武道場への空調
設備設置

検討

部活動指導員の
配置拡大

拡大（13名） 拡大
拡大

（23名）

校務用パソコンの
利用環境整備

検討 準備 準備

諸表簿の電子化

教育アドバイザーの
配置拡大

拡大（12名） 拡大 ―

サポート人材等の
配置拡大

拡大
（副校長補佐92名、

SSS123名、支援員256
名）

拡大

拡大
（副校長補佐94

名、SSS119名、支
援員309名）

若手教員研修の充実

検討 検討・調査

(5)小中学校ト
イレの改修

工事完了　計47校 計28校 ７校
６校

（計34校）

(4)小中学校体
育館等の空調設
備の整備

設置完了　計98校 計75校 18校
17校

（計92校）

検討 検討 検討

(3)小中学校の
改築等の推進

大泉第二小学校
基本設計

― ― ―

大泉第三小学校
長寿命化改修
基本設計

― ― ―

― ― 基本設計

練馬小学校
基本設計

― ― ―

大泉学園中学校
実施設計

中村西小学校
実施設計

― ― 基本設計

豊玉中学校
長寿命化改修
実施設計

石神井西中学校
長寿命化改修
基本設計

― ― ―

入札不調対策として早期発
注の実施

当初計画 実績

― ― 基本設計
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２　家庭や地域と連携した教育の推進
地域と協働した学校運営

A

B
入札不調により、中学校14校
をＲ７に延期

A

児童・生徒、教職員、保護者
等を対象とした訓練、講習会
をR６は延べ50施設で実施（R
５は延べ41施設）

３　支援が必要な子どもたちへの取組の充実

A
特別支援教育実施方針を策
定（R７.３）

A
Ｒ６支援実績
小学校９校　10名
中学校１校　１名

A
統括スクールソーシャルワー
カー（常勤保健師）配置　１名

A
・メタバース空間を構築
・体験会を試行
　　週２日（11月および２月）

A

・小中学校20校に校内別室
支援員を配置
・学校へのアンケート等をもと
に、不登校傾向の児童生徒
への効果を検証

A

・ふれあい月間時の調査（年
３回）
・子どもや支援者向けの啓発
・スクールソーシャルワー
カーによる学校訪問を強化
し、ヤングケアラーの状況を
継続的に把握

A
子ども家庭支援センターに
４地域ごとに１名配置

A
ヤングケアラー支援連携会
議を新設（計３回開催）

取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度

充実

― 充実 充実

ヤングケアラー
コーディネーターの
配置

検討 配置 配置

一人ひとりに応じた支
援の実施

実施 充実 充実

(4)ヤングケア
ラーへの支援の
充実

学校とスクールソーシャ
ルワーカーの連携によ
る早期発見の充実

実施 充実

(1)特別支援教
育に係る新たな
方針の策定

特別支援教育に係る新
たな方針の策定、実施

― 方針の策定 方針の策定

学校運営協議会制
度の導入・拡大

検証 ３校導入 ３校導入

(2)学校安全対
策の充実

門扉への電気錠の
設置　95校

31校 60校 46校

(1)家庭や地域
との協働による
学校運営と教育
活動の推進

ＩＣＴを活用した相談・
学習支援の充実

実施
支援環境の構築・

試行
支援環境の構築・

試行

校内別室指導支援員
の配置

試行 試行・検証 試行・検証

(2)学校等にお
ける医療的ケア
児の新たな支援
方針の策定

医療的ケア児への新た
な支援方針に基づく支
援の実施

新たな支援方針の
策定

実施 実施

(3)不登校対策
の充実

スクールソーシャル
ワーカーの支援体制の
充実

学校、保護者、地域と
の連携を強化した対策
の充実

実施 充実 充実

進捗状況 備　　考当初計画 実績
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戦略計画5　高齢者地域包括ケアシステムの深化・推進

１　令和７年に向けた相談支援体制の強化

① A
日常生活圏域(４地区)を地域
包括支援センター27地区に
拡大

② A+

生活支援コーディネーターが
集会などに積極的に参加し、
新たな地域団体とのつながり
等を設けることで、高齢者の
活動の幅が広がった。

③ A+

・支援関係者間で情報共有
するため、ミルモネット（地域
ケア情報を登録・検索・管理
できるウェブサイト）を導入
し、元気高齢者を団体の活動
の担い手としてつなぎ、活躍
の場を拡大
・高齢者の活動先に加え、配
食事業、三療サービスなど高
齢者の生活に関わる事業者
に対するミルモネットの登録
勧奨

A
高齢者の将来人口推計等を
踏まえ、増設場所を検討

A+

計画を前倒しし４か所を移転
した。
・R６．９　大泉学園通り地域
包括支援センター
・R７．３　大泉、関町、高野台
西地域包括支援センター

A
区民の利便性等を向上する
ため、石神井地域の３つのセ
ンターの担当区域を再編

① B

介護施設への入所等に伴い
利用終了者が増加した一
方、新規利用者が伸びな
かった。

②
A

(再掲)

R６．６　開始
相談人数　　167人
件数　　　　　延339件

(3)高齢者見守
りの推進

高齢者在宅生活あ
んしん事業
年間2,700人

年間2,344人 年間2,500人 年間2,366人

終活相談窓口の設
置【戦略計画9-3の
再掲】

検討 開始 開始

５か所移転 １か所移転準備
１か所移転

３か所移転準備
４か所移転

担当地域見直し
（石神井地区）

―
担当地域見直し
（石神井地区）

担当地域見直し
（石神井地区）

地域資源情報の登
録・共有（介護サー
ビス事業所を除く）

― 540件 566件

(2)地域包括支
援センターの増
設・移転・担当
地域見直し

増設場所の決定
２か所増設
計27か所

検討 検討

(1)生活支援体
制整備事業の拡
充

生活支援コーディ
ネーター体制の拡
充

２人体制
４地区

27人体制
27地区

27人体制
27地区

高齢者と地域団体
とのコーディネート
件数　年間300件

― 年間300件 年間458件

Ⅱ　高齢者が住みなれた地域で暮らせるまち

取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
進捗状況 備　　考当初計画 実績
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２　認知症高齢者やその家族への更なる地域支援の充実

A
対象者を70歳、75歳に加えて
70歳以上の希望者に拡大

A
R６．７　開始
相談件数　19件

A
医療と介護の相談窓口連絡
会を実施（24回）

３　介護保険施設等の整備

① B

国から法人への土地引渡し
（貸付）が遅れたことに加え、
物価高騰等の影響で工事が
延期となった。

② B

国から法人への土地引渡し
（貸付）が遅れたことに加え、
物価高騰等の影響で工事が
延期となった。

③ A
R６．６　開設
（計17施設　定員330人）

A R６．９ 着工および補助実施

A
補助対象、補助割合につい
て協議

A
補助対象、補助割合につい
て検討

A
(再掲)

R７．４　開設

A

居住支援協議会の開催 ２回

空き室物件の情報提供およ
び伴走型支援
・物件情報提供件数 　50戸
・伴走型支援件数　48件

(4)住まい確保
支援事業の実施

住まい確保支援事業
伴走型支援の実施

実施 実施 実施

協議・調整

民設特養

補助要綱策定
２施設改修費補助
実施

検討 検討 検討

(3)練馬光が丘
病院跡施設にお
ける複合施設の
整備【戦略計画
10-1の再掲】

開設 工事（一部） 工事
工事

（完了）

(2)特別養護老
人ホーム大規模
改修費補助

大規模改修費補助

大泉特養

改修費補助実施
補助要綱策定 実施 実施

関町・富士見台特
養
合築費補助実施

協議・調整 協議・調整

ショートステイ
（短期入所生活介
護）
 計43施設
 （定員440人）

計42施設
（定員427人）

着工　１施設 調整

都市型軽費老人
ホーム
 計20施設
 （定員386人）

計16施設
（定員310人）

１施設
（20人分）

１施設
（20人分）

介護・医療事業者連携 実施 実施 実施

(1)特別養護老
人ホーム等の施
設の整備

特別養護老人
ホーム
 計38施設
 (定員2,949人）

計37施設
（定員2,761人）

着工　１施設 調整

もの忘れ検診の充実 実施 充実 充実

介護サービス事業所と
連携した相談窓口

― 試行 試行

取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
進捗状況 備　　考当初計画 実績
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４　在宅生活を支える医療と介護サービス基盤の整備

① A
R６．８ずいうんホームねりま
開設
（計40か所　定員689人）

② B

R６に開設する事業者からの
応募がなかった。
（R７以降に開設する事業者
の応募があり、1か所選定）

③ A
R６．８ずいうんホームねりま
開設
（計９か所　定員257人）

５　介護人材の確保・育成・定着

A

・人材確保事業（就職セミ
ナー・就職面接会、養成研
修、区民向け基礎研修）　39
回
・人材育成事業（研修）　119
回
・人材定着事業（区内の介
護・障害福祉サービス事業所
で働く職員等を対象とした相
談窓口の設置）

B
周知が行き届かず、研修申
込者が減少した。

B

周知が行き届かず、申請件
数が少なかった。
・充実した内容
ケアマネジャー資格取得費
用助成金の新設　７人
・その他の実績
介護職員初任者研修受講料
助成　70人
介護職員実務者研修受講料
助成　132人
介護福祉士資格取得費用助
成　68人

A
(再掲)

・R７．３生徒募集
・R７．４開設

B

工事の遅れに伴い、事業者
と学生をマッチングする面接
会等を実施できなかった。（R
７実施予定）

A
養成施設の運営法人と事業
内容を調整

A
(再掲)

小規模事業所が利用しやす
いように、人材派遣の仕組み
を導入

R５
利用施設数　 37施設
就業者数　　　65人

R６
利用施設数　 44施設
就業者数　　　71人

当初計画 実績令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
進捗状況 備　　考

元気高齢者介護施設
業務補助事業の充実
【戦略計画6-1の再掲】

実施 充実 充実

介護福祉士養成施設
卒業生の定着支援

検討 開始 調整

介護福祉士養成施設
の宿舎借り上げ支援事
業の実施

検討 調整 調整

介護福祉士養成施設
の開設
【戦略計画10-1の再
掲】

工事（一部） 工事・生徒募集
工事（完了）・生徒

募集

実施

介護従事者養成研修
の実施
修了者　年間150人

実施
（年間150人）

実施
（年間150人）

実施
（年間120人）

資格取得費用助成の
充実
利用者　年間355人

実施
（年間330人）

充実
（年間355人）

充実
（年間277人）

看護小規模多機能
型居宅介護
計12か所
（定員344人）

計８か所
（定員228人）

１か所
（29人分）

１か所
（29人分）

練馬福祉人材育成・研
修センター事業の実施

実施 実施

定期巡回・随時対
応型訪問介護看護
17か所

15か所 １か所 ―

グループホーム
計43か所
（定員743人）

計39か所
（定員680人）

１か所
（９人分）

１か所
（９人分）

取組名
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戦略計画6　元気高齢者の活躍と健康づくり・フレイル予防の推進

１　元気高齢者の活躍の場を拡大

A

小規模事業所が利用しやす
いように、人材派遣の仕組み
を導入

R５
利用施設数　 37施設
就業者数　　　65人

R６
利用施設数　 44施設
就業者数　　　71人

A

・相談員養成数　４人
　（総相談員数　18人）
・相談会　　79回
　（参加人数　　275人）

２　シニアセカンドキャリア応援事業の充実

A

シニア職場体験事業とシニア
セカンドキャリア応援事業を
統合し、参加者へのフォロー
アップを充実。職場体験から
の就業のほか、受託事業者
による職業紹介を開始

R５
セミナー　６回　（109人）
R６
セミナー　６回　（149人）

３　街かどケアカフェの充実

① A
R７．４　２か所開設
・街かどケアカフェあじさい
・街かどケアカフェいちょう

② A+

５団体（高齢者の集いの場等
の地域サロンを運営している
地域団体、介護事業者、調
剤薬局）との協議が整った。

運営団体に対する経費の助
成を新たに開始（上限30,000
円）

③ A

リハビリ専門職による転倒防
止講座の実施
R５　23回（261人）
R６　54回（821人）

地域サロン型
 計41か所

計32か所
３か所増

支援事業　開始

５か所増
（計37か所）

支援事業　開始

出張型
街かどケアカフェ事
業の充実

充実 充実 充実

シニアセカンドキャリア
応援事業の充実

実施 充実 充実

常設型
街かどケアカフェの
実施　計９か所

計６か所 ２か所開設準備 ２か所開設準備

②スマホ相談員の養
成・派遣の実施

養成・試行 養成・実施 養成・実施

当初計画 実績

①元気高齢者介護施
設業務補助事業の充
実

実施 充実 充実

進捗状況 備　　考取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
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4　フレイル予防の充実

A

・アプリから得られた趣味関
心等のアンケートデータ等を
分析し、AIが登録者個人の
好みに合ったイベントを発信
する機能を追加
・分析用ダッシュボード（管理
画面拡張）の追加

A

R５
８か所、117回実施、1,061人
参加

R６
９か所、136回実施、1,540人
参加

A 18か所　36回実施

５　デジタル格差解消を目指した取組の推進

A

「マップ」「カメラ」「アプリの使
い方」に加え、新たに「安全な
使い方」、「災害のそなえ」講
座を実施

A
R６．４　開始
相談人数　延べ1,195人

A
(再掲)

・相談員養成数　４人
　（総相談員数　18人）
・相談会　　79回
　（参加人数　　275人）

6　「高齢者みんな健康プロジェクト」の拡充

A

企画調整担当職員（保健師）
　１人→２人
高齢者保健指導専門員
　６人→８人

A

個別訪問対象者に腎症重症
化予防対象者を追加

R５
訪問支援実数　269人
延べ支援件数　583件

R６
訪問支援実数　295人
延べ支援件数　534件

A

転倒予防講習会・健康相談
会
R５
実施回数　23回
参加者数　261人

R６
実施回数　54回
参加者数　821人

A
R６．８　開始
相談者数　66人

取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
進捗状況 備　　考当初計画 実績

②個別訪問事業の充
実

実施 充実 充実

③講座・教室事業の充
実

実施 充実 充実

①実施体制の強化 調整 充実 充実

④練馬区薬剤師会との
連携による服薬指導・
健康相談の実施

検討 開始 開始

②相談窓口の設置 ― 開始 開始

③スマホ相談員の養
成・派遣の実施
【戦略計画6-1の再掲】

養成・試行 養成・実施 養成・実施

①高齢者向けスマート
フォン教室の充実

開始 充実 充実

②公衆浴場活用事業
「フロ・マエ・フィットネ
ス」の充実

開始 充実 充実

③はつらつシニアクラブ
の実施

実施 実施

①フレイル予防アプリ
「フィット＆ゴー」の充実

構築、配信 充実 充実

実施
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戦略計画7　障害者が地域で暮らし続けられる基盤の整備

１　重度障害者への支援の充実

A R７．３　着工

① A

関係者協議や民間相談支援
事業所への周知を通じ、地域
生活支援拠点の相談機能を
充実

② 重度障害者グループホームと一体となった「多機能型」

A
(再掲)

R７．３　着工

A
新規開設に向けて事業者と
調整を実施

２　医療的ケアが必要な障害者への支援の充実

A
・整備、運営事業者の選定
・東京都との協議　等

- ―

A
Leaves練馬高野台の通所定
員を１名拡大（計６名）

A
実施施設の拡大について事
業者と協議を実施

A

・相談件数　343件
・民間事業所で活動している
医療的ケア児等コーディネー
ターへの補助を新たに開始

A 相談件数　３件

(3)医療的ケア
児とその家族の
相談支援の充実

①コーディネーターによ
る相談支援の充実

開始 充実 充実

②ペアピア相談員によ
る相談支援の実施

開始 実施 実施

重症心身障害者の
通所定員の拡大
定員35名

定員30名
定員31名

（１か所拡大）
定員31名

（１か所拡大）

(2)医療的ケア
に対応した
ショートステイ
の充実

医療型ショートステイ
の拡大

調整 調整 調整

(1)医療的ケア
が必要な障害者
の通いの場の充
実

三原台二丁目用地での
多機能型施設の誘致
関係機関調整・設計

三原台二丁目用地
の取得

事業者選定
関係機関調整

事業者選定
関係機関調整

関町福祉園用地での生
活介護事業所等の誘
致
事業者選定
関係機関調整

― ― ―

旧石神井町福祉園
用地での開設
【戦略計画7-1の再
掲】

旧石神井町福祉園
除却工事

関係機関調整
・設計

設計
工事

設計
工事

(3)共生型サー
ビスを活用した
ショートステイ
の充実

実施施設の拡大 １事業所で実施 拡大に向けた調整 拡大に向けた調整

(1)住まいの確
保

旧石神井町福祉園用
地での重度障害者
グループホーム等の開
設

旧石神井町福祉園
除却工事

関係機関調整
・設計

設計
工事

設計
工事

(2)地域生活支
援拠点の整備

障害者地域生活支
援センターを中心と
した「面的整備型」
の充実

実施 充実 充実

Ⅲ　安心を支える福祉と医療のまち

取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
進捗状況 備　　考当初計画 実績
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３　重度化・高齢化対応と日中活動後の支援の充実

A

・R６．４　北町福祉作業所
事業開始
・白百合福祉作業所　事業開
始に向けた工事

A
施設と利用者のニーズや施
設の活用方法について協議

A R６延べ利用者数　11,738人

４　就労支援の充実
① 就労支援の充実

B

法定雇用率の引上げに伴
い、就労支援機関を利用せ
ずに就労した方が増加する
一方、レインボーワークにお
いては、就労決定までに時間
を要するケースが増加

A

職場定着に向けた取組とし
て、特に離職率が高い就職
後初期（３か月程度）に手厚く
支援

A
R６．４　開始
利用件数　１件

③ 就労支援の充実/福祉的就労への支援

A

・５施設に経営コンサルタント
を派遣
・機運醸成のため、工賃向上
に向けたセミナーを開催

A
電子決済システム導入説明
会の開催（１回、35事業所参
加）

A
・新規３件
・取組終了６件

取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
進捗状況 備　　考当初計画 実績

計43件 １件
３件

（計40件）

経営コンサルタント
等活用の支援
年間５施設

実施
（年間５施設）

実施
（年間５施設）

実施
（年間５施設）

ICTを活用した工賃
向上支援の実施

― 検討 検討

④農福連携の取組件
数
　計46件

初期集中支援体制
の強化

実施 実施 実施

②重度障害者等就労
支援事業の実施

検討 開始 開始

移動支援の充実 実施 実施 実施

特別支援学校およ
びレインボーワーク
から一般就労した
年間の障害者数
年間98人

年間83人 年間91人 年間77人

(1)福祉作業所
における生活介
護事業の開始

福祉作業所における生
活介護事業の開始（３
か所）

福祉作業所における
生活介護事業の開始

（１か所）

１か所開始
１か所調整

１か所開始
１か所調整

(2)日中活動後
の支援の充実

日中活動後の施設の
活用

― 検討 検討
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５　障害特性に応じたきめ細やかな対応

A

増加するスマートフォンに関
する相談に対応するため、障
害特性に応じて対応できるア
プリを充実

A
１か所拡大（こども発達支援
センター）

B

区報等の活用のほか練馬福
祉人材育成・研修センターと
連携を行うなど周知を工夫し
たが、参加者が伸び悩んだ。

A

条例の内容や手話等のコミュ
ニケーション方法を紹介する
動画を作成し、イベント等で
放映

B

周知が進み、利用登録者数
は増えたが、障害児保育の
拡充により就園できる児童が
増えたことで、平日の利用者
数が減少

A
(再掲)

・人材確保事業（就職セミ
ナー・就職面接会、養成研
修、区民向け基礎研修）　39
回
・人材育成事業（研修）　119
回
・人材定着事業（区内の介
護・障害福祉サービス事業所
で働く職員等を対象とした相
談窓口の設置）

① A
Ｒ７からの開始に向け、事業
内容を検討

② A
Ｒ７からの開始に向け、事業
内容を検討

A
・区内精神病院に対し長期入
院に関する調査を実施
・関係機関会議を開催（１回）

取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
進捗状況 備　　考当初計画 実績

障害児のきょうだい
児支援の実施

― 検討 検討

(5)精神障害者
等への支援の充
実

長期入院患者の地域
移行・定着の支援

実施 調査実施・分析 調査実施・分析

(3)介護人材の
確保・育成・定
着【戦略計画5-
5の再掲】

練馬福祉人材育成・研
修センター事業の実施

実施 実施 実施

(4)ペアレント
トレーニングの
実施・障害児の
きょうだい児支
援

ペアレントトレーニ
ング等の実施

― 検討 検討

作成・実施

(2) 障害児一時
預かり事業の実
施

障害児一時預かり事業
の実施
利用者数延1,000人

実施
(利用者数延876人)

実施
（利用者数延900

人）

実施
（利用者数延782

人）

遠隔手話通訳設置場
所の拡大

検討 拡大 拡大

コミュニケーションサ
ポーター養成研修の実
施　年間40人

実施
（年間40人）

実施
（年間40人）

実施
（年間30人）

条例紹介動画の作成・
手話言語の普及啓発

(1)障害者の意
思疎通支援事業
の充実

ICT相談窓口の充実 実施 充実 充実

検討 作成・実施
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戦略計画8　ひとり親家庭や生活困窮世帯等の自立を応援

１　ひとり親家庭自立応援プロジェクトの充実

A
R６．４　開始
助成件数20件

A

家事支援の内容を充実する
とともに事業者へのサービス
報酬単価を増額
・通常2,000円→2,800円
・付加2,500円→3,400円

A
R６．11　実施（オンライン）
受講者数54人

A

・支給上限額を増額
　 50,000円→70,000円

・紛争解決に至らない場合に
ついても助成を開始
　 助成額　50,000円

２　生活困窮者への支援体制の強化

A

・R６．４　開始　　実績２件
・これまで対面で対応してい
た継続相談者へのオンライン
相談を検討

A
R６．10　ホームページ上でAI
チャットボットでの情報提供を
開始

A

・石神井地域における相談
　45回延108名
・自宅等への訪問や支援機
関等への同行
  延853名

A
内装やレイアウトに関する協
議・調整

３　生活保護受給世帯に対する自立支援の充実

A
・就労サポーター８人→11人
・就職者数537人

４　困難な問題を抱える女性への支援の強化

A

・「困難な問題を抱える女性
への支援に関する法律」に基
づく市町村計画を「第6次練
馬区男女共同参画計画」に
包含して策定（R７．３）
・支援調整会議の要綱策定

A

・居場所事業、LINE相談事業
等の具体的内容を検討
・R７．４　若年女性支援事業
（居場所）開始

若年女性のための居場
所事業の実施

検討 検討 検討

就労支援の推進 実施 充実 充実

困難女性支援に関する
基本計画の策定に基づ
く支援の実施

検討 策定 策定

石神井庁舎での相談
・アウトリーチ相談の実
施

実施 実施 実施

石神井公園駅南口西
地区の再開発ビルへの
生活サポートセンター
設置に向けた準備

調整 調整 調整

生活サポートセンター
でオンライン相談を実
施

検討 開始 開始

AIチャットボットによる
情報提供

検討 開始 開始

離婚前後親支援講座
の実施

検討 開始 開始

ADR(裁判外紛争解決
手続）費用助成の充実

検討 充実 充実

転宅費用助成の実施 検討 開始 開始

ひとり親家庭ホームヘ
ルプサービスの充実

実施 充実 充実

取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
進捗状況 備　　考当初計画 実績
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５　児童相談体制「練馬区モデル」の強化【戦略計画2-2の再掲】
① 迅速かつ一貫した児童虐待への対応強化

A
(再掲)

都練馬児童相談所の設置（R
６.６）に伴う充実
・都区合同の検討会議の随
時開催
・虐待通告に基づく都区合同
家庭訪問の随時実施

② 子ども家庭支援センターの体制強化

A
(再掲)

③ 保護者支援の拡充

A
(再掲)

都区合同のCAREプログラム
の継続実施

④ ショートステイ事業の充実

A
(再掲)

R６.４開始　1か所

A
(再掲)

６　ヤングケアラーへの支援の充実【戦略計画4-3の再掲】

A
(再掲)

・ふれあい月間時の調査（年
３回）
・子どもや支援者向けの啓発
・スクールソーシャルワー
カーによる学校訪問を強化
し、ヤングケアラーの状況を
継続的に把握

A
(再掲)

子ども家庭支援センターに
４地域ごとに１名配置

A
(再掲)

ヤングケアラー支援連携会
議を新設（計３回開催）

取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
進捗状況 備　　考当初計画 実績

充実 充実

専門職員等の増員
心理９人、福祉33人、
保健師８人、会計年度
任用職員相談員８人

増員
増員

（５人）

ヤングケアラー
コーディネーターの
配置

検討 配置 配置

一人ひとりに応じた支
援の実施

実施 充実 充実

学校とスクールソーシャ
ルワーカーの連携によ
る早期発見の充実

実施 充実 充実

都区の連携強化
充実

調整

子どもショート
ステイの充実
（４か所）

実施
（３か所）

充実
（１か所）

充実
（１か所）

支援プログラムの
充実

充実 充実 充実

親子入所型
ショートステイの
実施

調整 開始 開始
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戦略計画9　民間ならではの多様な活動と連携した地域福祉の推進

１　地域活動の推進

A

・全29日の講義
・卒業後、地域活動に繋がる
ための個人面談
・地域活動マッチングイベント

A
(再掲)

日常生活圏域(４地区)を地域
包括支援センター27地区に
拡大

③ ユニバーサル社会づくりの推進

A

ユニバーサルデザインを継
続的に学ぶ機会としてステッ
プアップ講座を開設

大人向け地域講座４回
ステップアップ講座２回

B

受け入れ枠を拡充したが、学
校側からの申し込みが伸び
なかった。

小学校10校

２　重層的な支援体制の強化

A
支援関係機関等へつないだ
件数　66件（Ｒ５　45件）
個別訪問　135件（Ｒ５　24件）

A
あすはステーション（居場所）
利用者数66名　延619名

３　権利擁護支援事業の充実

A
R６．６　開始
相談人数　　167人
件数　　　　　延339件

A

市民後見人が安心して後見
業務を行うことができるよう、
後見監督マニュアルを改訂
し、後見監督業務の仕組みと
機能を充実

４　再犯防止を推進するための取組

A

R７．３　練馬区再犯防止推
進計画を盛り込んだ「練馬区
地域福祉計画～みんなでつ
くる誰もが安心して暮らせる
まちプラン～」を策定

A
支援会議設置に向け、練馬
区保護司会と定期的に意見
交換

再犯防止推進計画の
策定に基づく支援の実
施

検討 策定 策定

②生活支援コーディ
ネーター体制の拡充
【戦略計画5-1の再掲】

２人体制
４地区

27人体制
27地区

27人体制
27地区

講座の充実 実施

再犯防止支援会議の
設置、個別支援の実施

検討 検討 検討

開始

権利擁護事業の充実 検討 充実 充実

②社会参加に向けた居
場所支援の充実

開始 実施 実施

終活相談窓口の設置 検討 開始

①アウトリーチ型の支
援体制の強化

開始
（２人体制）

充実
（４人体制）

充実
（４人体制）

充実 充実

体験教室の充実

①「つながるカレッジね
りま（福祉分野）」の実
施

実施 実施 実施

実施 充実 実施

取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
進捗状況 備　　考当初計画 実績
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戦略計画10　安心して医療が受けられる体制の整備

１　練馬光が丘病院跡施設における複合施設の整備

A Ｒ７．４　開設

B

・工事の遅れに伴い、申請書
類が整わず、Ｒ７に予算を繰
越して支出

・設備整備費補助金は、Ｒ６
に支出完了

２　災害時や感染症拡大時に備えた医療体制の整備

A 順天堂練馬病院と調整・協議

３　新たな病院整備の検討

A 関係機関と調整・協議

４　在宅医療提供体制の充実

A

・練馬区医師会在宅医療推
進強化事業小委員会へ参加
・在宅医療休日夜間診療体
制のモデル事業の実施
・他科連携支援モデル事業
の実施

A

・ACP周知セット配布数(区民
向け）
　約45,000部
・ACP勉強会（専門職向け）
参加人数
　第１回52名
　第２回47名

５　練馬区感染症ネットワークの推進

A

・会議１回開催（web）
・会議参加医療機関等に健
康危機対処計画策定に係る
意見照会
・定期的な情報共有

練馬区感染症ネット
ワーク会議の開催

開催 実施 実施

進捗状況

充実

ACPの普及啓発 ― 開始 開始

関係機関との
調整・協議

調整・協議 調整・協議 調整・協議

練馬区医師会医療連
携・在宅医療サポート
センターと連携した在
宅医療提供体制の充
実

実施 充実

改修工事費負担金の
支出（完了）
設備整備費補助（完
了）

―
改修工事費負担

金の支出
設備整備費補助

・改修工事費負担
金の支出に向けた

協議
・設備整備費補助

調整・協議 調整・協議 調整・協議 調整・協議

当初計画 実績

開設 工事（一部） 工事
工事

（完了）

備　　考取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
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戦略計画11　身体とこころの健康づくりを応援

１　区の特色を生かした健康づくり
練馬健康管理アプリ「ねりまちてくてくサプリ」

A
・新たなウォーキングコース
作成（１コース）
・健康コラム連載（計５回）

A 健康キャンペーン（計６回）

「ちゃんとごはん」プロジェクトの拡充

A
新たに、高松みらいのはたけ
で１回実施
（小学生親子７組14名）

A
食育応援店が講師となる講
座を「高松みらいのはたけ」
で実施

２　ナッジ理論や健診データを活用した受診勧奨

A

・健康診査の対象者にがん
検診受診券を同封し一斉発
送
・ナッジ理論を用いた封筒お
よび案内冊子を活用

A
受診勧奨通知を発送
（対象者178名）

３　がん対策の推進

A

練馬区医師会を通して健診
（検診）協力医療機関に同時
受診拡充の協力を依頼（R7
同時受診新規開始４機関）

A
R６．５　開始
購入費用助成延538人

A 年２回（７月、１月）

A

がん征圧月間１回
がん予防啓発講演会１回
図書館への冊子配布３回

上記三つの取組に加えて新
たに薬剤師会への冊子配布
１回

A
「練馬区がんサポートブック」
5000部配布

②がん患者等支援連
絡会の開催

実施 実施 実施

③順天堂練馬病院が
ん相談支援センターと
の連携事業の充実

実施 充実 充実

実施 実施 実施

当初計画 実績

(1)健康診査と
がん検診におけ
る同時受診の拡
充

同時受診可能な医療機
関の充実

現状把握と課題の
整理

協議 協議

(2)がん患者お
よび家族の支援

①ウィッグ等購入費用
の助成

準備 開始 開始

受診率向上に向けたが
ん検診等案内の工夫

検証 実施 実施

個別勧奨の実施 計画作成準備 計画作成・実施 計画作成・実施

④がんに関する相談窓
口等情報の周知、普及
啓発（リーフレットの作
成）

― 作成・実施 作成・実施

コンテンツの充実 充実 充実 充実

進捗状況 備　　考取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度

対象施設の拡大 実施 拡大 拡大

食育応援店等との
連携

― 開始 開始

健康インセンティブ
事業の実施
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４　こころの健康問題を抱える方等への支援

A

・R６．４　ＳＮＳや電話による
相談に通年で対応しているＮ
ＰＯ法人と連携し、相談者の
支援を開始
・支援件数６件

A

・アルコール関連問題啓発週
間等の周知を開始
・専門家によるコラム（２テー
マ）をホームページに追加

A+

・区内経済団体のほか、介
護・障害福祉サービス事業所
等にも事業周知を行うこと
で、当初の計画を上回る人数
が受講
・経営者等向けメンタルヘル
スケア講座　１回実施

A+

若年者の自殺者数が増えて
いることを踏まえ、当初の計
画に加えて、高校生向けの
ゲートキーパー養成講座を追
加で１回実施

A

・R６．４　保健師・地域精神
保健相談員が、順天堂練馬
病院と連携し、自殺未遂者や
家族の相談に応じ、支援
・支援件数 60件
・事例検討会 ２回実施

当初計画 実績 備　　考取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
進捗状況

LINEやアプリ等を活用
した情報発信の強化

・LINE等を活用した相
談窓口の周知
・コラムの掲載

充実 充実

メンタルヘルスケア講
座の実施　延90人

―
開始

（年間30人）
開始

（年間48人）

ゲートキーパー養成講
座の実施　計21回実
施、延1,050人

NPO法人と連携した相
談支援の実施

― 開始 開始

実施
（年間８回、756人）

実施
（年間７回、350人）

実施
（年間８回、698人）

自殺未遂者支援事業
の実施

― 開始 開始
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戦略計画12　地域の災害リスクに応じた「攻めの防災」

１　「攻めの防災」を更に加速化
　①木造住宅密集地域における道路・公園の整備と不燃化の着実な推進

地権者等との用地折衝、用
地取得および都協議

地権者等との用地折衝、用
地取得および事業区域の変
更

都協議

老朽木造住宅の除却・建替
え、狭あい道路の拡幅、危険
なブロック塀等の撤去等に係
る助成の充実、周知

現況測量完了

老朽木造住宅の除却・建替
え、狭あい道路の拡幅、危険
なブロック塀等の撤去等に係
る助成の充実、周知

②防災まちづくり推進地区における改善事業

A

・まちづくりニュース
　（2回×3地区）
・啓発イベント
　（1回×3地区）
・個別訪問等による助成制度
の周知・活用促進

(1)木造住宅密
集地域での火災
延焼を防ぐ！ 地区計画原案作成

A

まちづくり協議会４回実施
合意形成活動 合意形成活動

防災道路１号線
　測量
　用地買収（一部）

合意形成
測量

新設道路
　事業決定

― 測量・設計
　関係機関調整

関係機関調整

密集事業実施地区
における改善事業
の実施

― 制度充実
周知・助成

制度充実
周知・助成

地区における改善事業
の実施

周知・助成 周知・助成 周知・助成

測量 測量

密集事業実施地区
における改善事業
の実施

― 制度充実
周知・助成

制度充実
周知・助成

１号線
富士見台駅周辺
交通施設
　用地買収（一部）

用地買収（一部） 　用地買収
　関係機関調整

用地買収
関係機関調整

地区計画素案作成 ― 次期計画区域
選定

次期計画区域
選定

「貫井中部地区まちづくり計
画検討会」の設立・検討開始

(ｱ)貫井･富士見台地区

A

新防火規制区域の
指定に向けた合意
形成活動

― 次期区域選定 次期区域選定

素案検討 素案検討 素案検討

新防火規制区域の
指定に向けた合意
形成活動

―

(ｲ) 桜台東部地区

Ａ路線
　用地買収（一部）
　設計

用地買収（一部） 　用地買収
  関係機関調整

用地買収
関係機関調整

Ⅳ　安全・快適、みどりあふれるまち

取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
進捗状況 備　　考当初計画 実績
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③出火防止対策の強化

A+

・能登半島地震の発生等に
より区民の防災意識が高ま
る中、対象世帯への個別周
知等を実施したことにより、
計画を上回る申請があった。
・取付支援を希望する申請者
に対し、専門業者が取付

A+
(再掲)

・能登半島地震の発生等に
より区民の防災意識が高ま
る中、対象世帯への個別周
知等を実施したことにより、
計画を上回る申請があった。
・取付支援を希望する申請者
に対し、専門業者が取付

④地域の初期消火力の強化

A
防災まちづくり事業実施地区
内の区立施設やコンビニにス
タンドパイプを設置

A+

避難拠点運営連絡会の総会
で訓練車を周知したことなど
により、地域における訓練回
数と参加者数の増加につな
がった。

A+ 計画を上回る配備を実施

A
(再掲)

・模擬消火栓を使用した初期
消火の体験学習を実施
・１回実施　16名受講

A

・簡易耐震診断の実施
・耐震相談会（５回）の開催
・個別訪問等による助成制度
の活用を促進
(改修助成50件)

A

・簡易耐震診断の実施
・耐震相談会（５回）の開催
・個別訪問等による助成制度
の活用を促進
(改修助成５件)

当初計画 実績取組名
令和６年度

進捗状況 備　　考

新耐震木造住宅の耐
震助成

　耐震改修　計11件 ― 啓発・助成 啓発・助成

― 開始 開始

(2)建築物を倒
壊させない！

旧耐震住宅の耐震助
成

　耐震改修　計1,104件
計774件 啓発・助成 啓発・助成

(1)木造住宅密
集地域での火災
延焼を防ぐ！

(ｲ) 初期消火訓練

　年間参加者数
　15,000人

防災訓練車の
購入

15,000人 16,513人

(ｳ) 区民防災組織への
スタンドパイプの配備

 　計280本

250本 10本 25本

(ｴ) 初期消火講習会の
実施
【戦略計画12-5の再
掲】

個別避難計画作成対
象者への感震ブレー
カーの貸与
計1,440件

取付支援の実施
【戦略計画12-4の再
掲】

― 貸与　480件

実施

貸与　846件

実施

(ｱ) 消火用スタンドパイ
プの設置

　計22基

― 12基 12基

防災まちづくり事業実
施地区における感震ブ
レーカーの貸与
計480件

取付支援の実施

― 貸与　160件

実施

貸与　271件

実施

令和８年度目標 令和５年度末の
現況
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①危険なブロック塀等の撤去促進

B

・危険な塀の助成金額の拡
充期間を再延長し、所有者へ
戸別訪問を実施し助成事業
を周知
・撤去意向のある所有者に対
して、個別に案内等を行った
が、撤去手続きまで至らない
ケース等があった。

A

防災まちづくり事業実施地区
（防災まちづくり推進地区・密
集事業実施地区）を対象に
助成金額拡充（17,000円→
19,000円　閉塞防止路線沿
いの塀については17，000円
⇒21，000円）

②輸送道路沿道建築物の耐震化

A
対象建築物への個別訪問等
を実施し、耐震化を促進
(交付決定１件）

A

対象建築物への個別訪問等
を実施し、アドバイザー制度
や助成制度の活用を促進
(改修等助成６件)

A
路線の幅員、延長距離およ
び沿道建築物の対象数等を
調査し、路線指定を検討

取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
進捗状況 備　　考当初計画 実績

(ｲ) 一般緊急輸送道路
沿道の耐震助成

　耐震改修等　計61件 計　31件 啓発・助成 啓発・助成

(ｳ) 地域輸送道路沿道
建築物

　検討 調査 調査・検討 調査・検討

防災まちづくり事業実
施地区における助成制
度の拡充

― 制度拡充 制度拡充

(ｱ) 特定緊急輸送道路
沿道の耐震化

　耐震改修
　83件/101件

82件/101件 啓発・助成 啓発・助成

(3)避難・物資
輸送経路を確
保！

危険なブロック塀等撤
去
周知・助成
(助成件数　計877件)

周知・助成
(助成件数
　計485件)

周知・助成
(助成件数　130件)

周知・助成
(助成件数　81件)
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③防災道路整備の着実な推進【戦略計画12-1の再掲】

地権者等との用地折衝、用
地取得および都協議

地権者等との用地折衝、用
地取得および事業区域の変
更

都協議

老朽木造住宅の除却・建替
え、狭あい道路の拡幅、危険
なブロック塀等の撤去等に係
る助成の充実、周知

現況測量完了

老朽木造住宅の除却・建替
え、狭あい道路の拡幅、危険
なブロック塀等の撤去等に係
る助成の充実、周知

④都市計画道路事業にあわせた延焼遮断帯の形成

- －

備蓄物資等の充実

A

A

A

A
・建築：石神井台防災備蓄倉
庫
・改修：高松防災備蓄倉庫

取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
進捗状況 備　　考当初計画 実績

アレルギー対応食
　計57,710食

計33,320食 8,130食 8,160食

(3)避難・物資
輸送経路を確
保！

― ４台 ４台

備蓄倉庫整備
　
　計24か所 計22か所

１か所建築
１か所改修

１か所建築
１か所改修

１号線
富士見台駅周辺
交通施設
　用地買収（一部）

新設道路
　事業決定

密集事業実施地区
における改善事業
の実施

地区計画原案作成

新防火規制区域の
指定に向けた合意
形成活動

防災道路１号線
　測量
　用地買収（一部）

密集事業実施地区
における改善事業
の実施

(4)避難所の備
蓄物資を充実！

携帯トイレ
　計435,240回分

計183,000回分 84,080回分 84,100回分

防災井戸用ろ過器
　計４台

測量 測量

― 制度充実
周知・助成

制度充実
周知・助成

素案検討 素案検討 素案検討

―

(ｲ) 桜台東部地区

A
(再掲)

まちづくり協議会４回実施
合意形成活動 合意形成活動

合意形成
測量

― 次期計画区域選
定

次期計画区域選
定

「貫井中部地区まちづくり計
画検討会」の設立・検討開始

地区計画素案作成

新防火規制区域の
指定に向けた合意
形成活動

Ａ路線
　用地買収（一部）
　設計

(ｱ)貫井･富士見台地区

A
(再掲)

― 次期区域選定 次期区域選定

― 測量・設計
　関係機関調整

関係機関調整

― 制度充実
周知・助成

制度充実
周知・助成

用地買収（一部） 　用地買収
  関係機関調整

用地買収
関係機関調整

防火地域の指定
（４地区）

指定
（補助230号線沿道、
放射35号線沿道等）

－ －

用地買収（一部） 　用地買収
　関係機関調整

用地買収
関係機関調整
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２　中高層マンション防災対策の推進

A
(再掲)

・タイトルをわかりやすく「マン
ション防災ガイドブック」に変
更。マンション特有の被害と
その対策について記載を充
実
・R７.７より全戸配布を開始

A
補助対象のマンション防災会
に対し、個別に制度を周知

３　水害への対策（河川、下水道の早期整備および流域対策の推進）

A
東京河川改修促進連盟およ
び特別区下水道事業促進連
絡会を通じて都に要請

A+
雨水流出抑制施設の公共施
設への設置、民間施設への
指導・助成を着実に進めた。

A
都および関係区市で構成さ
れている東京都総合治水対
策協議会を通じて情報収集

計 615,232㎥ 9,000㎥

取組名 令和８年度目標 令和５年度末の
現況

令和６年度
進捗状況 備　　考当初計画 実績

検討

制度周知

「中高層住宅の防災対
策ガイドブック」の改訂・
発行【戦略計画12-5の
再掲】

― 改訂 改訂

応急給水栓やマンホー
ルトイレの整備への補
助
６組織

― 制度周知

要請 要請 要請

②流域対策の推進

対策量
　計 637,000㎥ 16,123㎥

③総合治水計画の
　見直し

― 検討

①河川改修の早期実
　施・下水道幹線施設
　整備等の東京都へ
　の要請
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